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【ガイドブックについて】 

本ガイドブックは、研究者の方が公的研究費を使用する際に知っておく必要がある事

項や使用方法、支払申請などについてまとめたものです。よく読んだうえで、公的研究

費に関する正しいルールの理解に努め、適正にご使用いただくようお願いいたします。 

 

本ガイドブックに、掲載されていない内容や不明、疑問な点等ございましたら下記の相

談窓口までお気軽にお問合せください。 

 

【相談窓口】 

昭和医科大学統括研究推進センター事務室 研究支援課 

〒142-8555 東京都品川区旗の台１－５－８ 

TEL：03-3784-8019 

E-mail：kakenhi@ofc.showa-u.ac.jp 

 

【対象研究費について】 

本ガイドブックは、以下の研究を含む公的研究費使用に関するガイドブックです。 

 

・科学研究費助成事業（以下、科研費） 

・厚生労働省科学研究費（以下、厚労科研） 

・こども家庭科学研究費（以下、こども科研） 

・日本医療研究開発機構研究費（AMED） 

・科学技術振興機構研究費（JST） 

・研究助成団体等が公募する研究助成金（民間助成等） 

・その他の競争的資金、補助金、委託費 

 

公的研究費の財源は国民の税金から賄われていることから、適正に使用し、最小の経

費で最大の成果をあげられるように求められています。また、公的研究費は会計検査院、

国税庁等の監査対象になりますので、細心の注意を払う必要があります。 

なお、科研費とそれ以外の公的研究費の使用方法には、一部異なる部分がありますの

で、ご注意ください。 

 

 

はじめに 

mailto:kakenhi@ofc.showa-u.ac.jp
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１．支払について 

①支払期限について 

支払手続きに必要な申請書類は速やかに研究支援課に提出してください。 

原則として、請求書・領収書の日付から 2か月以内にご申請いただくようお願いいた

します。2か月を超えている場合、もしくは年度を遡っての申請や納品日から請求書発

行までの期間が大きく空いている等の場合は理由をお伺いしたうえで、申請を受理しな

いこともありますのであらかじめご了承ください。 

 また、年度末の駆け込み執行は計画性を欠くものと判断される場合がありますので、

ご遠慮ください。令和７年度の支払手続きは令和 8年 2 月 6日（金）までにすべて完了

いただくようお願いいたします。研究の都合上、2月 6日以降に経費を支出する必要が

ある場合は、必ず事前に研究支援課までご相談ください。 

 

②支払方法について 

振込は、インターネットバンキングを使用しています。郵便振込等の現金を扱った支

払は行っておりません。 

また、以下のように振込名義が決まっていますので、請求書番号や学会参加者名等を

加えることはできません。 

 

例）科研費・基盤研究（C）・昭和太朗の場合 

          ↓   

  ショウワカケンヒ キバン C ショウワタロウ 

 

③立替払いについて 

 原則として立替払いは禁止していますが、以下の場合は認められます。 

・郵便局（ゆうちょ銀行・専用振込用紙）での支払 

・量販店等で原則１万円未満の物品を直接購入する場合 

・学会出張や研究調査等（近距離出張を含む）の旅費 

・クレジットカードでしか支払ができない場合 

・海外送金が必要な場合 

・納品前の支払（前払い）が必要な場合（被験者協力謝金としての金券類含む） 

 

 

研究費使用上の注意 
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※電子マネーや金券、ポイントを使用しての支払（現金またはクレジットカード以外に

よる支払）については、立替払いとみなすことができませんのでご注意ください。 

また、家電量販店やネット購入等で付与されたポイントについては、領収書金額から

当該ポイント分を減額して計算を行います。 

 

④クレジットカード払いについて 

クレジットカードによる支払は、下記の場合に限り認められています。 

（１）カード名義および引落し口座が研究者本人のもの 

※家族カードはやむを得ない事情がある場合を除き不可 

（２）支払方法が１回払いであること 

 

また、クレジットカードを使用した場合は見積書・納品書・請求書（領収書）に加え、

カード会社から送付されている「ご利用代金明細書」のコピーが必要です。 

なお、支払日が記載された領収書が提出できる場合は、「ご利用代金明細書」の提出

を省略することが可能ですが、海外利用等で外貨によって支払われた場合は、日本円で

の支払額を確定させるため、明細書の提出は必須となります。 

 

２．使用について 

①支出できるもの 

交付申請書・研究計画調書等に基づいて研究費の使用をお願いします。これらに記載

されている目的以外での使用は法律により罰せられますので、ご注意ください。 

 

〈科研費の費目〉 

・物品費（設備備品費・消耗品費） 

・旅費（国内外） 

・謝金・人件費 

・その他（印刷費、複写費、通信費、会議費、レンタル費用、機器修理費、学会参加費、

論文校正代、研究成果発表費用、業務委託費、クラウドサービス費など） 

 

②支出できないもの 

（１）交付申請書記載の研究目的以外のもの、研究と直接関係のないもの 

  （氏名等を刻印したもの、印鑑、朱肉、名刺等） 

（２）建物等の施設に関する経費（公的研究費により購入した物品の据付費を除く） 

（３）研究機関で通常備えるべきものの購入（机、椅子、コピー機、シュレッダー等） 

（４）研究中に発生した事故・災害の処理のための経費 
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（５）研究代表者または研究分担者の人件費・謝金 

（６）その他、間接経費を使用することが適切なもの 

（７）施設や研究室に訪問する際などの手土産代等 

（８）他の資金との合算使用（ただし次の場合は除く） 

※１使途に制限のない他の経費（科研費以外）を加えて、当該研究の用務と他の用務 

を合わせて１回の出張をする場合や、他の用途と合わせて１個の消耗品等を購入 

する場合において、他の経費との使用区分を明らかにした上で使用する場合 

※２共同設備の購入可能な制度の経費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明ら 

かにした上で共同利用する設備を購入する場合 

※３同一研究機関の他の科研費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明らかにし 

た上で使用する場合 

公的研究費以外で学内研究費から補填して使用する場合は、事前に研究支援課まで 

ご連絡ください。 

（９）年度を超えた使用 

年度内に使用し切れる物品を年度内の公的研究費で購入してください。翌年度以 

降に使用する目的での購入はできません。 

 

３．証拠書類等について 

原則、見積書・納品書・請求書（領収書）の提出が必要です。 

※支出内容によって他に必要となる書類がございます。詳細は費目ごとの記載内容を 

ご参照ください。 

 

①公的研究費における電子帳簿保存法の取扱いについて【重要】 

国税庁「電子帳簿等保存制度」の改正に伴い、２０２４年１月１日以降にメールなど

で受け取った電子取引データ（発注書・契約書・見積書・納品書・請求書・領収書 等）

については、電子データのまま保存することが義務付けされました。つきましては、公

的研究費の証憑書類について、以下の対応を遵守願います。 

 

（１）取引業者等からメールやクラウドサービスなどで受け取った電子データについて 

は、下記の SURAC電子データ専用のアドレスまでお送りください。 

（２）支払申請書を提出の際には、添付する証憑書類の中に電子データとして受け取 

  った書類がある場合について、当該書類の右上に〇印を記載してください。 

 

送付先（電子データ専用アドレス）：surac-d@ofc.showa-u.ac.jp 

 

mailto:surac-d@ofc.showa-u.ac.jp
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・電子データを送付する際の件名は【使用する研究費名】を記載してください。 

例）件名：科研費 電子取引データの送付について 

※Amazon等のネット注文サイトにおいて請求書（領収書）の PDFを発注者自身が 

ダウンロードする場合においても、支払申請時には印刷したものをご提出いただ    

  くとともに、ダウンロードしたデータも専用アドレスに送付ください。 

  

②証拠書類の宛名について 

宛名は、原則として以下の通りとしてください。 

 

◇科研費：【研究種目＋個人名（フルネーム）】 

例）若手研究 昭和太朗 

 

◇科研費以外：【昭和医科大学＋研究種目（事業名・助成金名）＋個人名】 

例）昭和医科大学 臨床研究・治験推進研究事業 昭和太朗 

  昭和医科大学 〇〇財団助成金 昭和太朗 

※ただし、納品書に関しては、納品場所の都合もありますので、「昭和医科大学（施設

名）・教室名」でも可です。納品時の個別伝票を提出してください。 

 

③証拠書類の注意点 

・見積書・納品書・請求書（領収書）には、必ず日付が入っていること（原則手書き不

可）を確認してください。また、日付が見積書→納品書→請求書の順になっているか

確認してください。 

・見積書（相見積書含む）・請求書（領収書）にはすべて社判が必要です。なお、書類は

原則として原本での提出が必要です。 

・研究計画の費用計上にない汎用性の高いものを購入した場合や、同一物品の多量購入

等の場合は、購入理由をお伺いする場合がございます。 

 

４．納品場所について 

原則、自宅ではなく昭和医科大学（附属施設含む）構内としてください。学外の研究

施設等に納品する必要がある場合には、必ず研究支援課までご連絡ください。 
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すべての「物品」および「その他」費目の一部は、事務局にて検収を行う必要があり

ます。 

 

←納品書に事務局の担当者および研究代表者    

/研究分担者が押印します 

 

 

【検収事務局】 

旗の台キャンパス・大学病院     研究支援課（１号館３階） 

横浜・富士吉田キャンパス      事務課 

附属病院（藤が丘・北部・江東豊洲） 管理課           

附属病院（烏山・歯科病院）     事務課管理係 

 

  

発注の際は、業者に事務局経由で納品するよう伝えてください。 

やむを得ず研究者が直接購入する場合や、事務局を通さずに納品された場合は、納品

完了後、納品物と納品書を検収事務局に持参してください。  

ソフトウェアやクラウドサービス等の電子上で使用するものは、ダウンロードが完了

したことを示す PC画面等で確認します。 

事務局に持参できない物品がある場合は、ご連絡ください。事務担当者が現地に赴い

て検収を行います。 

 

※検収では、物品と納品書を確認し、納品書に検収印と担当者印を押印します。 

※支払い手続きの際は、押印された納品書を提出してください。 

※検収印のない納品書では、理由を問わずお支払いできません。 

※「その他」費目の一部で直接検収が難しい役務等は、実施内容を証明する書類の提出

をもって検収完了とする場合があります。 

 詳細は P.23【「その他」の費目について】をご確認ください。 

 

 

 

検収 
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物
品
費 

設備備品 
機器、装置等（単価 10万円以上） 

図書（永続的に図書資料として価値のあるもの） 

 

消 耗 品 

機器、装置等（単価 10万円未満） 

実験用材料、試薬、PC用メモリ、部品、ソフトウェア、論文別刷、 

抄録集、金券類（クオカード、図書カード等）など 

１．物品購入～精算までの流れ 

１枚の見積書総額（10万円）未満の物品 

1枚の見積書総額（20万円）未満の消耗品 

 

  

 ①発注 

  ⑤支払申請 

 ②納品  

 

 ③検収依頼 ⑥精算（研究支援課→業者） 

   ※立替払いの場合は研究者に送金 

 ④検収 

 

１枚の見積書総額（10万円）以上の設備備品 

または 1枚の見積書総額（20万円）以上の消耗品 

 

 ①2社以上の見積書  ②発注 ③納品 

 および購入許可願 

 

          ④検収依頼 

 

 ⑤検収 

 

 ⑥支払申請           ⑦精算（研究支援課→業者） 

 

物品費 

 

研 

究 

者 

 

 

業 

者 

 

 

研

究

支

援

課 

 

 

研 

究 

者 

 

 

研 

究 

者 

 

 

研

究

支

援

課 

 

業 

者 

  

研 

究 

者 
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２．発注 

物品の購入は原則研究支援課を通しますが、発注段階の見積書総額によっては研究者

による発注を認めています。 

※詳細は下表をご参照ください。 

 

１枚の見積書総額 発注者 発注時の提出書類（必須） 

10万円未満の物品 研究者 
 

20万円未満の消耗品 研究者 
 

20万円以上の消耗品 研究支援課 
2社以上の見積書 

購入許可願 

10万円以上の設備備品 
研究支援課 

2社以上の見積書 

購入許可願 

※100 万円以上の設備備品および消耗品の場合には、2 枚以上の見積書に加えて研究支

援課より他の業者（3社目）からも見積書を取得し、研究者と相談のうえ最も安価な業

者への発注となります。 

 

※専売品やオーダー品等で 1社からしか見積もりが取れない場合、「一手販売証明書」

または「選定理由書」（様式任意）の提出が必要です。 
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３．図書の購入 

公的研究費で購入した図書は大学の資産として登録が必要です。図書館に必要書類を

持参し登録印を押印してもらいます。 

ただし、電子書籍、抄録集は登録対象外です。 

 

【図書登録時に必要な書類】 

・購入した図書 

・納品書 

・設備備品の寄付願（科研費、厚労科研、こども科研） 

・機器備品・図書購入報告書（上記以外の研究費） 

※寄附願・購入報告書は登録した図書１冊につき１枚ご提出ください。 

※図書登録の判断は、各図書館に委ねております。 

登録不要な図書の場合には「研究費登録対象外印」を押印していますので、購入した

際は必ず図書館に持参してください。 

※図書登録には半日～２日程度時間がかかります。 

 

〇図書登録を行っている施設 

・昭和医科大学図書館（本館） 

・歯科病院図書室 

・藤が丘病院図書館 

・長津田校舎図書室 

・富士吉田校舎図書室 

・烏山病院図書・資料室 

※連絡先や開館（室）時間については、事前に「開館カレンダー」で確認してください。 

４．設備備品の購入 

単価 10万円以上の機器備品および図書は、所属する研究機関に寄付し、大学の固定

資産として原則として 10年間（パソコン、プリンターは 5年間）保管する必要があり

ます。 

廃棄する場合には所定の手続きが必要になりますので、事前に財務部まで連絡をし

てください。 

なお、1千万円以上の物品を購入する場合は、別途学内手続きが必要です。購入ま

で時間を要しますので、できる限り早めに研究支援課までご相談ください。 
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５．量販店等によるポイントについて 

量販店等で公的研究費を使用して購入した際のポイントを取得することはできませ

ん。ポイントを貯めて使用した際には、個人に対する所得とみなされて課税されます

ので、十分にご注意ください。また、量販店のポイントの取消しができない場合は、

１ポイント１円として申請額から差引いて申請してください。 

 

６．支払に必要な書類 

量販店等で１万円未満の物品を直接購入した場合 

必要書類 

①支払申請書  

②領収書 

※領収書に購入品の明細がない場合は、納品書等明細が分かるものが必要です。 

発 注 者 研究者（研究代表者/研究分担者） 

１０万円未満の物品もしくは２０万円未満の消耗品を購入した場合（消耗品） 

必要書類 

①支払申請書 

②見積書 

③納品書 

④請求書（領収書） 

発 注 者 研究者（研究代表者/研究分担者） 

１０万円以上の物品もしくは２０万円以上の消耗品を購入した場合（設備備品を含

む１枚の見積書の金額が１０万円以上の場合もしくは消耗品のみで１枚の見積書の

金額が２０万円以上の場合） 

必要書類 

①２社以上の見積書 

②購入許可願   

研究支援課に事前提出 → 研究支援課から発注  

【納品後】 

③支払申請書 

④納品書  

⑤請求書（領収書）  

⑥寄附願『科研費、厚労科研、こども科研』 

⑦機器備品購入報告書『上記以外の公的研究費』 

※⑥⑦は機器備品の場合のみ提出が必要 

発 注 者 研究支援課 
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７．設備備品（単価 10万円以上）の場合に別に必要な書類 

金額 請書 契約書 検査調書 

10～150万円 〇 ※１   

150～200万円  〇 ※２のみ  

200万円～  〇 ※２のみ 〇 

※１ 契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約の場合のみ 

※２ 発注先から契約を求められた場合に締結する。様式は発注先の形式に従い、ない

場合は本学の様式を用いる。 

 

８．謝礼品 

図書カードやクオカード、アマゾンギフト等の金券類を購入した場合 

 

 

 

必要書類 

〈研究協力の場合〉 

①領収書 

②受領書（相手に受渡ししたことが分かるもの） 

③研究協力内容の分かる書類 

〈被験者協力の場合〉 

①領収書 

②受領書（相手に受渡ししたことが分かるもの） 

③被験者への説明文書および同意書 

金券以外の場合 

必要書類 ① 領収書、②受領書、③協力内容の分かる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

１．旅費申請の流れ 

 

 

 

２．旅費とは 

研究代表者、研究分担者、研究協力者の国内外出張（学会参加、資料収集、調査、打

合せ、成果発表等）の経費（交通費、宿泊費、日当）です。海外出張の旅費は、領収書

の当日レート、クレジット明細の換算レート、換金時の交換レートを適用します。 

 

出張には本学の最高管理責任者（学長）の事前許可が必要です。必ず事前に出張許可

願を研究支援課に提出してください。事前提出がない場合は、いかなる理由があっても

旅費申請は認められません。 

 

〈出張許可願の提出期限〉 

出張日の 2 週間前まで【厳守】 

 
出張旅費は、原則実費の事後支給で、出張者の立替えとなります。立替えの負担が大

きい場合は、旅行代理店等を通じた請求書払いも可能です。 

 

３．旅費申請（必要書類） 

業者手配の場合 

必須 ①出張許可願 ※事前提出 

②支払申請書 

③見積書・請求書 

④旅程表 

⑤出張報告書 

⑥用務内容の分かる書類（参加証、議事録

等） 

旅費 

出張許可願の提出 

【２週間前厳守】 
旅費の立替 

支払申請書 

の提出 

出張者の口座

に入金 
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必要に応じて ①交通費領収書  

※詳細は下表（交通機関別必要書類一覧）

をご確認ください。 

②宿泊費領収書 

※１泊あたりの金額、宿泊者数が記載さ

れているもの 

立替出張の場合 

必須 ①出張許可願 ※事前提出 

② 支払申請書 

③ 出張報告書 

④ 用務内容のわかる書類（参加証、議事

録等） 

必要に応じて ①交通費領収書 

※詳細は下表（交通機関別必要書類一

覧）） 

②宿泊費領収書 

※１泊あたりの金額、宿泊者数が記載さ

れているもの 

 

 

４．交通機関別必要書類一覧 

旅費の種類 交通機関 必要書類 

 

 

 

 

 

国内出張 

鉄道（在来線）・路線バス 不要 

※切符の場合は IC 料金と異なります

ので、その旨お申し出ください。 

新幹線・特急列車 特急券領収書 

船舶・高速バス 領収書 

航空機 
領収書および搭乗券の半券（ない場合

はご搭乗案内もしくは搭乗証明） 

レンタカー等（保険、ガソリン代、

駐車場代、有料道路利用料含む） 
契約書および領収書 

自家用車（ガソリン代、有料道

路利用料、駐車場代） 

領収書（自家用車：一度ガソリンを満

タンにした領収書と用務終了後に再度

満タンにした領収書の２枚） 
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海外出張 

鉄道・バス・船舶 領収書 

航空機 領収書および搭乗券半券 

レンタカー等（保険、ガソリン代、

駐車場代、有料道路利用料含む） 
契約書および領収書 

※領収書が必要となる交通機関や宿泊時の領収書の提出がない場合は、いかなる理由で

あっても精算できませんのでご注意ください。 

※領収書の宛名は P.6「証拠書類の宛名について」をご参照ください。 

 

５．日当・宿泊料・鉄道運賃の上限 

〈国内旅費〉 

職名 宿泊料（１泊あたり） 鉄道運賃 

教授（客員教授・特任教授） 

14,000円 

（～2025年 6月 30日） 

 

20,000円 

（2025年 7月 1日～） 

グリーン席料金まで可 

准教授・講師（兼任講師） 指定席料金まで可 

助教（医科・歯科・薬科） 

日本学術振興会特別研究員 

ポストドクター 

大学院生（学生）、研究生 

指定席料金まで可 

研究協力者 職位に準じる 

 

〈海外旅費〉 

職名 宿泊料（１泊あたり） 日当（出発日～帰国日） 

すべて 60,000円 8,000円 

研究協力者 60,000円 支出不可 

 

〈海外旅費（招聘）の滞在費の上限額〉 

 ※海外旅費（招聘）とは…外国に居住する研究者を本邦に招聘すること。 

 招聘に係る旅費の算出＝（交通運賃）＋（宿泊費×日数）＋（旅行雑費）※日当不可 

滞在日数３１日までに係

る１日あたりの単価 

滞在日数３２日から６１日ま

でに係る１日あたりの単価 

滞在日数６２日以上に係

る１日あたりの単価 

18,000円 16,200円 14,400 円 
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６．旅費に関する注意事項 

①日程・経路について 

 最も経済的かつ合理的な経路を使用してください。 

 

②交通費（鉄道、バス等）について 

 在来線の鉄道運賃、通常バス運賃については、領収書の提出は不要です。 

 新幹線、特急、長距離バス等を利用した場合に必ず領収書を提出してください。領収 

書の提出がない場合は、該当区間のお支払いができません。ただし、海外渡航におい 

て現地の鉄道を切符で利用した場合は、領収書を発行いただき、提出してください。 

 

③交通費（航空機）について 

 航空運賃は原則エコノミークラスのみお支払できます。 

クラス J、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス等は支出不可となりますの 

でご注意ください。ただし、研究課題遂行上のやむを得ない事情があり、エコノミー 

クラス以外で航空運賃を請求する場合は、必ず事前に研究支援課へご相談ください。 

内容を検討したうえで支出可否を決定します。事前相談がない場合は、いかなる理由 

があっても支出は認められません。 

 また、国内での航空機の利用については、羽田空港を起点とし、以下の通りとします。 

なお、利用不可の地方であっても鉄道を利用するより航空機を利用した方が安価な 

場合は、その旨を理由書に記載いただければ支出可能です。 

指定地方名 航空機の利用 

東北地方 岩手県、宮城県、福島県  

 

 

 

利用不可 

関東・甲信越地方 茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県、長野県、

新潟県 

東海地方 静岡県、愛知県、岐阜県 

近畿地方 三重県、滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県 

上記以外の都道府県 利用可 

※航空機を使用した場合は、搭乗券の半券を必ず出張報告書とともに提出してください。 

また、チケットレスの場合は、保安検査場あるいは搭乗口で発券される「ご搭乗案内」 

を提出してください。万が一「ご搭乗案内」を紛失した場合は、搭乗証明書を提出し 

てください。（e-チケットの控のみでは精算できませんのでご注意ください。） 
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④ 交通費（自家用車）について 

 公共交通機関が利用できない場合や非効率である場合に限り使用可能です。 

ガソリン代の請求は、出発前に一度ガソリンを満タンにした際の領収書と用務終了後 

に再び満タンにした際の領収書の計 2枚を提出してください。2枚の領収書がない場 

合はお支払いが認められないことがあります。 

 なお、高速道路代や駐車場代の請求に関しては必ず領収書の提出をお願いいたします。 

 

⑤ 交通費（タクシー利用）について 

 原則利用不可です。 

やむを得ない事情がある場合には必ず事前に理由書を研究支援課まで提出してくだ 

さい。事前のご相談がない場合は支出が認められません。支払にあたっては領収書を 

必ずご提出ください。 

 

⑥ 宿泊費について 

宿泊を伴う出張については、用務日に限り宿泊費を支出します。 

ただし、学会開催日や研究調査等の前日宿泊や用務終了後の翌日の帰着（後泊）につ 

いては、やむを得ない事情がある場合には理由を伺ったうえで支出可否を判断いたし 

ます。 

また、食事代等は支出できませんので、宿泊費に含まれている場合には除いて支出し 

ます。宿泊費の上限額を超えた分については実費負担となります。 

 パックツアーを申し込む場合、領収書等に交通費と宿泊費それぞれの明細を記載して 

ください。交通費と宿泊費の切り分けができない場合は、宿泊証明書をご提出してく 

ださい。パックツアーであっても各項目の上限額を上回る場合は、全額を支出するこ 

とができません。 

 

⑦ 日当について 

 海外出張で宿泊を伴う場合にのみ支給します。 

支出範囲は「日本出国日」から「帰国日」までとなりますが、途中用務のない日程は 

支給対象外となります。 

 

⑧ 研究協力者の交通費について 

 研究協力者の交通費も旅費扱いとなります。 

そのため支給にあたっては原則協力者の所属機関からの出張命令書が必要になりま

す。ただし、協力者の所属機関による都合や休暇の利用、勤務時間外等で出張命令書

が発行できない場合は、その旨を理由書にご記載ください。 
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⑨ 領収書等の根拠書類について 

 宿泊費や航空券代の領収書について、金額のみの記載しかない場合は、請求内容のわ 

かる書類（請求書や予約内容確認票等）を添付してください。特に、宿泊費において、 

連泊している場合、１泊あたりの値段と人数が記載されている書類を必ず提出してく 

ださい。また、海外で現地通貨を使用した場合は、外貨両替時の両替票の提出が必要 

です。 

 

⑩ マイレージやその他ポイントについて 

 マイレージやその他ポイントの加算は認められていません。マイレージ登録済みの記 

録がある場合は、取消しの証明書の提出がされない限り支払できません。旅行会社や 

代理店等のポイントについては、支払申請の際に１ポイント＝１円として付与された 

ポイント分の金額を申請額より差し引いてご申請いただきます。 

 

⑪ 旅費のキャンセル料について 

研究者の自己都合によるキャンセル料の支払は原則認められませんが、交通機関の 

事故や天災の理由で欠航・運休になった場合および感染症等による所属機関からの 

出校停止命令等により出張を取りやめる場合には研究費からキャンセル料の支出が 

できます。 
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費目 詳細 特記事項 

謝金 

資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的

知識の提供等に係る謝金、労働者派遣業

者への支払のための経費 

 

事前に採用許可が必要 

１．謝金とは 

当該研究遂行に必要な協力者への謝礼経費です。資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専

門的知識提供、アンケート配布・回収、研究資料の収集等が対象です。派遣会社への委

託費も含みます。個人への謝金は所得税法上では源泉徴収の対象です。 

 

例）資料整理４時間の場合 

総支給額 4,400円 － 源泉税 449円 ＝ 本人支給額 3,951円 

（1,100円×4ｈ）    （10.21％） 

※100万円以下の場合は 10.21％、非居住者の場合 20.42％源泉徴収します。 

 

２．昭和医科大学公的研究費における謝金支給単価表 

項目 資格・条件 単位 金額 

資料整理・実験補助 

（研究室での研究補助） 

専門的な知識、技術を

有する者 

1時間あたり 

 

2,000円 

その他（大学院生等） 1,500円 

講演・会議等招聘

（学外） 

著名人 1回あたり 100,000円 

教授クラス 50,000円 

准教授・講師クラス 40,000円 

助教クラス 30,000円 

講義・集会等の指

導、助言 

 1時間あたり 10,000円 

翻訳（外国語校正）  日→英 

400字あたり 

4,400円 

英→日  2,200円 

謝金 
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200字あたり 

通訳（同時・逐次）  1時間あたり 8,000円～10,000円 

※単価を超えて支出する場合は、必ず研究支援課まで「当該金額の妥当性」を記載した

理由書をご提出ください。 

３．謝金の執行に必要な書類一覧 

雇用形態 必要書類 

直接雇用（２日以上継続し

て給与を支払う場合） 

〈事前提出〉・・・・面接時に提出 

①アルバイト採用届 ※１ 

②履歴書 

〈用務終了後〉・・・支払申請時（１月ごと）に提出 

③支払申請書 

④アルバイト出勤簿 ※２ 

派遣職員 〈事前提出〉 

①派遣会社との契約書（写し）、仕様書（写し）※１ 

〈用務終了後〉・・・支払申請時（１月ごと）に提出 

②支払申請書 

③派遣会社からの請求書 

④アルバイト出勤簿 ※２ ※４ 

謝金（被験者） ①支払申請書 

②実験内容がわかる説明文書および被験者同意書※５ 

③アルバイト出来高記録簿 

④振込口座確認票（立替払い時は領収書※３も提出） 

⑤交通費使用明細書（交通費が発生した場合のみ） 

謝金 

研究補助、研究協力、講師

招聘、翻訳・校正、データ

入力等の出来高払い等 

①支払申請書 

②アルバイト出来高記録簿（金額根拠の分かるもの） 

③振込口座確認票 

④作業内容を確認できるもの 

※講師招聘の場合は、講師依頼文書を添付 

 

※１ アルバイトを雇用するときは、事務局で事前に勤務者の業務内容確認の面接があ

りますので、各面接事務局（次ページ参照）にご連絡のうえ、アルバイト採用届

および履歴書をご持参ください。採用時に事務局で面接を受けていない方への謝

金はお支払できませんのでご注意ください。 

※２ アルバイト出勤簿は、月初に研究支援課へアルバイト者がとりに来てください。 

その際に面談を行い勤務実態の確認を行います。 
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※３ やむを得ず立替払いをする場合には、領収書を提出してください。 

※４ 派遣の場合、派遣会社のタイムシートとアルバイト出勤簿の両方を提出してくだ 

さい。 

※５ 被験者謝金について、説明文書等に記載されている資金元が使用する研究費から 

の支出となる旨の記載が必要です。 

※６ 本学に在籍する職員に報酬を支払う場合は、対象者へ依頼をする前に必ず研究支 

援課までご相談ください。 

 

 

【面接事務局】 

旗の台キャンパス・大学病院          

横浜・富士吉田キャンパス         研究支援課（１号館３階/WEB面談） 

附属病院（藤が丘/北部/江東豊洲）   

附属病院（烏山/歯科病院）      

 

１）謝金により作業を依頼する場合は必ず本人に業務内容を説明し、了解を得たうえで 

業務を行わせてください。 

２）謝金の支払は原則事務局が行います。研究代表者が立て替えることは原則できませ 

ん。やむを得ず立て替える必要がある場合には事前に研究支援課に相談してくださ 

い。 

３）アルバイト者に交通費を支払う場合は、交通費使用明細書（様式任意）等実際の経 

路と金額が確認できるものを添付してください。 

４）アルバイト者の在宅勤務は原則認められません。やむを得ない事情がある場合は、 

事前に研究支援課に相談してください。 

 

３．直接雇用時の注意点 

①勤務時間および休憩時間 

直接雇用で謝金を支払う方については、勤怠管理用の ICカードを発行し、雇用者は自 

身で作成する出勤簿と IC カードリーダーによる打刻をもって勤務時間を管理します。 

また、直接雇用で謝金を支払う方の所定労働時間は実働 8時間/1日です。勤務時間が 

8時間を超えた分は 25％の割増料金での支払いが必要です。また、22 時以降の勤務に 

ついても、深夜業としてさらに 25％の割増料金での支払いが必要です。なお、6時間 

を超えて 8時間勤務までは最低 45分、8時間を超えての勤務は最低 60分の休憩が必 
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要です。 

※週の所定労働時間が 20時間を超える場合は社会保険の加入が必要です。雇用前（雇 

用後に発生する場合は見込まれる前）に必ず研究支援課まで連絡してください。 

 

②マイナンバー制度への対応 

マイナンバー制度の導入に伴い、平成 28年より年間（1月～12月）の報酬・謝金等の 

支払い金額が 5万円を超える方は、支払調書に個人番号（マイナンバー）を記載する 

こととなりました。該当する謝金受領者がいる場合は、個人番号（マイナンバー）お 

よび本人確認書類（提出様式あり）をご提出いただく必要がありますので、研究支援 

課まで連絡してください。 

 

４．謝金の基準額（単価）について 

研究協力者に直接お支払いする謝金は単価表の金額を基準とし、単価を超える支払い 

を希望する場合は、「当該金額の妥当性」について理由書に記載いただき、必ず事前に 

研究支援課まで提出してください。 
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費目 詳細 特記注意事項 

 

 

 

その他 

 

 

 

当該研究を遂行するための経費（印刷費、

複写費、通信費、運搬費、学会参加費/年

会費、会議費、レンタル費用、機器修理費

用、旅費以外の交通費（レンタカー代金）、

論文校正代、ソフトウェア等のライセンス使

用料、生成AI使用料、実験、廃棄物処理費

等 

 

 

飲食に関わる経費→不可 

 

１．その他とは 

「その他」は物品、旅費、謝金以外の経費を指します。 

例としては、印刷費、複写費、通信運搬費（切手、はがき、送料、電話、実験用機器等

の運搬費等）、学会参加費、年会費、会議費（会場借料）、電子計算機使用料、機器修理

代、システム構築費、レンタカー代、論文校正代、研究成果投稿料、クラウドサービス

料等があげられます。 

 

 

２．その他費目の執行に関連して必要な書類一覧（主要なもの） 

役務（英文校正、検査（解析）委託、業務委託等）を依頼した場合 

証拠書類 英文校正 ：見積書・納品書・請求書・校正した文書（1ページのみで 

可）・納品完了メール 

検査委託 ：見積書・納品書・請求書・検査報告書 

解析委託 ：見積書・納品書・請求書・解析したことが分かる書類（報 

告書等の見積書と依頼内容の照合ができるもの） 

標本作製 ：見積書・納品書・請求書 

（模型含） ※作成した標本や模型の検収が必要です。 

他作業委託：見積書・納品書・請求書・作業（業務完了）報告書（作業 

内容の分かるもの） 

 

その他の費目 
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役務（プログラム・デジタルコンテンツ等の開発・作成等）を依頼した場合【要検収】 

証拠書類 プログラム・デジタルコンテンツ等 

見積書・納品書（検収書）・請求書・提案書（仕様書）・作業完了報告書 

必要に応じて：契約書 

ビデオ、動画制作等：見積書・納品書・請求書・作業完了報告書 

役務（機器の保守、点検、修理等）を依頼した場合  

証拠書類 見積書・納品書・請求書・作業完了報告書（仲介業者からのものは不可） 

役務（ポスター作製、文献コピー等）を依頼した場合 

証拠書類 ポスター作成：見積書・納品書・請求書・作成したポスター（写し） 

文献コピー ：見積書・納品書・請求書・コピーした文献の一部（写し） 

郵送（切手・はがき・小包等）をした場合 

証拠書類 請求書（領収書）・郵送使用明細書（昭大Ｂ様式６-１） 

※送付内容がわかるよう具体的に記載 

※宅急便やゆうパック等の明細控えに宛先、差出人、郵送物の詳細が

記載されている場合は（昭大Ｂ様式６-１）の代わりとすることが可能 

会議等を開催し、経費が生じた場合 

証拠書類 見積書・納品書・請求書・会議使用申請書（昭大Ｂ様式６-２）・会議の

日時や場所等詳細が分かるもの（案内文書、議事録等） 

学会参加費（ワークショップ、セミナー含）・年会費を申請する場合 

証拠書類 参加費：領収書（原本）・参加証（原本またはコピー） 

※学会参加後の事後精算 

※ワークショップ、セミナー参加費を請求する場合は、研究遂行上必

要な理由を具体的に記載のうえ添付してください。 

※AMED 研究費のみ別途条件あり（詳細は P.28参照） 

年会費：領収書（原本）・支払日の確認が出来る書類・年会費の期間お

よび金額が分かる書類・理由書 

※年会費の理由書は研究遂行上必要であることを記載する。 

→ただ「研究に必要である」だけでなく、会員となることで研究課題

にどのようなメリットがあるかを具体的に記載してください。 

例）学会参加や発表するために必要、会員限定のセミナーがある等 

論文掲載（投稿）費用を申請する場合 

証拠書類 見積書・納品書・請求書・投稿論文の一部（写し） 

※論文投稿の一部は表題や研究者の名前が記載されているページを抜

粋ください。 

ソフトウェア等のライセンス使用料を申請する場合 【要検収】 

証拠書類 見積書・納品書・請求書 
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サポート保守費用を申請する場合 

証拠書類 見積書・納品書・請求書 

WEB会議システム（zoom等）使用料 【要検収】 

証拠書類 クレジット明細・請求書（領収書）・会議を行ったことが分かる資料 

※年契約を希望する場合は、事前に研究支援課へご相談ください。 

クラウドストレージサービス利用料（DropBoxや GoogleDrive等）【要検収】 

証拠書類 請求書（領収書）・申込内容が分かるもの 

Webシステム使用料（英文校正ツール、英文翻訳ツール等）【要検収】 

証拠書類 請求書（領収書）・作業内容ページの一部 

※年単位での契約を希望する場合は、事前に研究支援課までご相談く

ださい。 

臨床研究審査料 

証拠書類 請求書（領収書）・審査結果通知書 

ChatGPT・Copilot 等生成 AI使用料 【要検収】 

証拠書類 Invoice・Receipt・クレジット明細（写し）・理由書 

※理由書には無料版ではなく、有料版が必要となる理由をご記載くだ

さい。 

※検収はライセンス更新ごとに必要となります。 

 

３．注意事項 

①原則、見積書・納品書（作業報告書）・請求書が必要です。（ポスター作成、論文投稿

代等含む） 

 

②その他費目においても、1枚の見積書総額が 10万円を超える場合は、2社以上の見積

書が必要となります。2社以上の見積書を取得できない場合は、当該業者を選定した「選

定理由書」（様式任意）または、「一手販売証明書」（業者作成）を提出してください。 

 

③その他の費目においても検収が必要となる場合があります。上記の表において【要検

収】と記載のある役務は直接検収を行い、直接検収することが難しい役務（【要検収】

の記載がないもの）については、作業内容を証明する書類等の提出をもって検収といた

します。 
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１．日本医療研究開発機構（AMED）研究費の使用にあたって 

 日本医療研究開発機構（以下、AMED）の基本的な研究費の取扱いについては、前項ま

での内容を参照いただき、特に異なる点について記載いたします。 

以下、AMEDの「事務処理説明書」に記載されている事項を取り上げて研究費の使用ルー

ルについて説明します。 

 

《参照》AMEDホームページ 

「事務処理説明書」（共通版） 

 

２．直接経費の取扱い 

①費目（大項目）間流用の取扱い 

 

 ・経費等内訳・契約項目シート【契約様式 2】にて 0円で計上している費目について 

も、流用範囲内であれば使用可能です。 

 ・流用制限範囲内の流用であっても、後日 AMEDが流用の内容に関する説明を求め、 

「研究開発計画書」【計画様式 1】との整合性あるいは妥当性等が認められないと判 

断する場合には、委託研究開発費の返金を求めることがあります。 

 ・再委託を行う場合の再委託先の費目間流用については、それぞれの再委託先に措置 

された委託研究開発費の範囲においてのみ同様の基準で認められ、AMEDの事前の 

承認なく研究機関と再委託先をまたいだ一切の流用を行うことはできません。 

 

AMED 研究費 
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３．直接経費について 

  当該委託研究開発の遂行のために直接的に必要な経費が支出対象となります。直接

経費として計上できない経費は以下のものが該当します。 

 ①当該委託研究開発の研究目的及び趣旨に合致しないもの 

②間接経費としての使用が適当と考えられるもの（通常の企業会計における一般管理 

費に相当するもの） 

③「敷金・保証金」等であらかじめ戻入となることが予定されているもの 

④「特許関連経費（出願料、関係旅費、手続費用、翻訳費用等」「学会年会費」等で研 

究機関や研究開発参加者の権利となるもの 

⑤以下の事例は合目的性・適正性の観点より、直接経費での計上が認められません。 

直接 経費の支出にあたっては、以下の事例を参考にその妥当性を検討のうえ支出 

してください。 

◆ 共通的な生活関連備品（電子ジャーポット、掃除機など）の計上 

◆ 自己啓発のための書籍（英会話本等）・備品等の調達 

◆ 液体窒素、ガス類で他の研究と切り分け不可能な場合 

◆ 当該委託研究開発との関連性が不明瞭な出張旅費 

◆ 出勤簿と出張内容が不整合である人件費・旅費の計上 

◆ 当該委託研究開発との関連性が不明瞭な人件費の計上 

◆ 必要性の不明瞭な書籍の購入 

◆ 内容が不明な学会参加費やシンポジウム参加費の計上 

◆ 積算根拠が不明な光熱水費の計上 

◆ 支出日が不明、あるいは支払先が不明瞭な支出 

◆ 原因・内容の不明確な振替処理 等 

  

※分担研究者（機関）が使用する物品・旅費・人件費・サービスに対して本学研究者

の研究費を執行することはできません。あらかじめ、分担機関に研究費を予算計上

してください。 

４．直接経費の各費目の留意点 

①設備備品費 

・物品 

必要不可欠なもののみ調達いただき、仕様書またはカタログ（該当部の全体が分かる 

部分および性能が分かる部分）のコピーに加え、購入報告書を添付してください。 

・図書 

購入にあたっては、図書の「題名」を明確にしていただき、購入報告書を添付してく 
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ださい。 

・経費等内訳・契約項目シート【計画様式２】に記載していない設備備品の購入 

必ず理由書を支払申請書に添付してください。 

・同一の研究課題で経費等内訳・契約項目シート【計画様式２】に記載されていない同

一の設備備品の購入 

 購入前に研究支援課にご相談ください。 

 

〈設備備品で計上できないもの〉 

机、椅子、衣装ロッカーなど研究機関が通常設置しているもの 

入門書、概要説明書などの図書 

 

②消耗品費 

・文房具類、照明器具用の一般事務用品は、計上できません。ただし、研究用設備、 

備品等に用いられている文房具類等（例：データ等を印刷するプリンターのトナー 

等、データ等のファイリング用品）は物品費として計上ができます。 

・論文別刷費用は適正な部数を計上してください。印刷数と使用・配布予定先がわかる 

資料を提出してください。 

・年間購読の場合で当該年度に計上できる経費は、契約締結日から当該年度の 3月 31 

日までの分です。 また、AMED 研究費に関して、既経過分のみ支払可能であるため、 

年度をまたぐ場合、以下の方法で執行してください。 

→ 業者に請求を年度ごとに分けてもらい年度ごとに支払いを分割 

→ 使途に制限のない経費（自己資金や特別研究費など）と合算して精算 

→ 一旦研究者が立替えしたうえで翌年度に経過月（検収が終了した分）を改めて請求 

 

③旅費 

 執行可能か以下の図をご参照ください。 
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・研究開発のための必要な情報収集及び調査旅費の計上については、当該研究開発課題 

の遂行上、必要不可欠な情報収集であり、当該研究開発課題の内容や方向性に大きく 

影響を及ぼす可能性がある場合に限定されます。 

・研究開発成果の発表で旅費を計上する場合、原則として、筆頭演者 1名分が対象とな 

ります。ただし、その演題についての質疑に対応するために共同演者の同行が必要な 

場合は、同行者として旅費計上の対象とすることが可能ですが、同行者については、 

必要最小限の人数としてください。 

・旅費支出にあたっては、研究開発遂行上必要かつ合理的な人数、期間となるようにし 

てください。 

・研究開発分担者所属機関の研究開発参加者の旅費を代表機関の委託研究開発費から 

支出することはできません。研究開発分担者に措置された再委託費等より支出してく 

ださい。なお、AMED と直接契約を締結する研究開発分担者においても同様です。 

・移動の手段は原則、公共交通機関を利用することとし、公共交通機関以外（タクシー 

代、レンタカー代など） の交通手段を利用した経費を支出したい場合には、その手 

段を利用せざるを得なかった理由を記載した理由書を提出してください。 

 

④人件費 

・当該委託研究開発を遂行するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、「研 

究開発参加者リスト」【計画様式１付属資料１】に記載のある者に、人件費を支出す 

ることができます。 

・研究補助員等には、研究室に勤務していて当該研究遂行に必要不可欠な集計、資料整 

理および当該研究に係る経理事務等を行うものを含みます。（研究機関が、当該研究 

機関の給与規程等に基づき雇用する場合及び人材派遣会社からの派遣事務員に限る。） 

・直接雇用の人件費に関しては、消費税相当額が発生します。 

 

⑤謝金 

・講演等を依頼した講師や委員会の委員、及び被験者（アンケート等の謝金）、通訳、 

翻訳者への謝礼が「謝金」となります。 

・当該委託研究開発の実施に伴い直接必要である場合に限り謝金を支出可能です。 

・研究開発参加者リストに名前を登録している研究者に対する謝金の支出はできま 

せん。 

 

 ⑥その他 

 （外注費） 

 ・分析や解析等の研究開発要素がないもの、データベース等のソフトウェア開発に関 

する費用が計上できます。 
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 （研究成果発表費用および学会参加費） 

・研究成果発表費用の計上は当該 AMED 委託事業の研究に関する科学雑誌への論文 

の掲載料、校正料、翻訳料等に要する経費に限ります。 

・英文校正料、論文投稿料を計上する際は、当該論文の筆頭著者が研究開発参加者リ 

ストに記載されている必要があります。 

・英文校正料、論文投稿料等を計上する際は、著者が記載された箇所の原稿を提出し 

てください。 

・論文掲載料については、原則研究者が立替払いをしていただき、当該論文の採択ま 

たは、不採択等の通知を受理した年度で申請してください。 

・学会年会費は計上することができません。 

※ただし、当該研究成果発表のために支出が必要な場合、事前に研究支援課までご相 

談ください。 

・学会参加時に支払った懇親会費は直接経費の対象となりません。 

  

（会議費） 

・会議費に含まれるのは次の 3点です。 

（ⅰ）会場使用料 

（ⅱ）飲食費用（アルコール類除く）※対象となる会議の要件があります 

（ⅲ）その他、会議に必要な費用（マイク、プロジェクター等の貸出備品類） 

※飲食費用を支出できる会議の要件は、 

・当該委託研究開発で得られた研究成果の発表等、当該委託研究開発に直接的に関係 

する会議（ワークショップ、シンポジウムを含む）を主催する場合 

・外部の研究者が参加する会合 

（他の研究機関の者であっても、当該委託研究開発（研究課題開発名）内の研究開発 

参加者は「外部の研究者」に含まれません） 

※なお、食事に関しては、時間帯を考慮して、支出可能とする。 

※他の研究機関や学会等と共同で開催するような会合における会議費については、適 

切に分担して費用計上してください。 

 

 （リース料、レンタル料、ソフトウェアライセンス、保守費等） 

 ・リース料・レンタル料、ソフトウェアライセンス、保守費については、当該委託研 

究開発期間のみを直接経費に計上することが認められています。 

  当該年度に計上できる経費は、契約締結日から当該年度の 3月 31日までの分です。 

また、AMED研究費に関して、既経過分のみ支払可能であるため、年度をまたぐ場 

合、以下の方法で執行してください。 
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・業者に請求を年度毎に分けてもらい年度毎に支払を分割 

・使途に制限のない経費（自己資金や特別研究費など）と合算して精算 

・一旦研究者が立替したうえで翌年度に経過月（検収が終了した分）を改めて請求 

 

５．非・不課税取引：消費税のかからない取引 

AMED 研究費は、執行するすべてのものに消費税がかかっているとみなし、研究費に

その消費税分を含んで配分しております。そのため、海外旅費、国際学会参加費などの

消費税がかからないもの（非・不課税取引）の場合、本来その金額に対して発生する消

費税分（消費税相当額）を納税しなければなりません。その納税は大学が行いますので、

大学に対して消費税相当額を支払う支払申請書を発行する必要があります。 

 

〈申請方法〉 

１．課税（消費税 10％）取引：今まで通りの申請のみ（一つの支払申請のみ） 

２．非・不課税取引：今まで通りの申請に加えて、消費税相当額を「その他」の費目 

で申請し、下記の支払先に支払をしてください。（2つの支払申請書が必要） 

３．軽減税率 8％取引：今まで通りの申請に加えて、消費税 10％分と消費税 8％分の 

差額（2％分）を「その他」の費目で申請し、下記の支払先に支払をしてください。

（2つの支払申請書が必要） 

※2 と 3 の消費税相当額の支払申請書の摘要には、「申請 No.××に対する消費税相当

額」と記入してください。 

 

例）申請 No.6 

適用「国際学会旅費（アメリカ、英目途 太郎 20××/5/6～20××/5/12）」 

申請 No.7 

適用「申請 No.6に対する消費税相当額」 

この二つの申請書を用意してください。 

 

〈取引例〉 

・海外旅費（国内分の旅費は除く） 

・国際学会参加費 

・海外送金手数料、海外支払手数料 

・海外からの購入物品 

・その他、海外で消費する経費（海外の企業に委託した英文校正、海外への論投稿代等） 

・クオカード 

支払先 

三菱ＵＦＪ銀行 わかたけ支店 普通 

2497702 

学校法人 昭和医科大学 
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・保険料 

・一部学会参加費 ※学会によっては、非課税にしている学会があります。学会の HPに 

 て公開しております。 

・業務委託以外の人件費・給与（アルバイト直接雇用における給与、研究費雇用におけ  

 る給与） 

 

6．軽減税率８％取引 

・酒類・外食を除く飲食代（会議等で使用する、飲料あるいは弁当代） 

 

7．相談窓口について 

 本ガイドブックに記載されていない内容や不明、疑問な点等がございましたら、下記

の相談窓口までお気軽にお問い合わせください。なお、文科省担当とアドレスが異なり

ますのでご連絡の際にはご注意ください。 

 

 【相談窓口】 

 昭和医科大学 統括研究推進センター事務室 研究支援課 

 〒142-8555 東京都品川区旗の台 1-5-8 

 TEL:03-3784-8019 FAX:03-3784-9277  Email:zaimu-n@ofc.showa-u.ac.jp 
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１．厚労科研費・こども家庭科研費の使用にあたって 

 厚生労働科学研究費補助金・こども家庭科学研究費補助金の使用にあたっては、「昭

和医科大学公的研究費使用ガイドブック 2025 年度版」に記載されている内容に従って

ください。 

以下からは、「厚生労働科学研究費補助金等事務処理要領」、「こども家庭科学研究費

補助金等事務処理要領」を参考に、厚生労働科学研究費補助金・こども家庭科学研究費

補助金を使用する際に、特にご留意いただきたい点について説明いたします。 

 

（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html 

（こども家庭庁 HP） 

https://www.cfa.go.jp/policies/kagaku-kenkyu/ 

２．直接経費の取扱い 

（１） 費目（大項目）間流用の取扱い  

直接経費の費目のうち各大項目（「物品費」、「人件費・謝金」、「旅費」及び「そ 

の他」の 4 つの大項目）の配分額が直接経費の総額の 50％（直接経費の総額の 

50%の額が 300万円以下の場合は 300万円）以上増減する場合は、変更の申請 

が必要となるので、事前に研究支援課へご相談ください。 

（２） 機械器具等の購入について 

価格が 50万円以上の機械器具等については、賃借が可能な場合は原則として 

賃借によることとします。ただし、賃借が可能でない場合、又は、購入した場 

合と研究期間内で賃借をした場合とを比較して、購入した場合の方が安価な場 

合は、購入して差し支えありません。 

価格が 50万円以上の機械器具を購入する場合、相見積書・リースの見積書・ 

購入理由書・カタログ（規格が分かるもの・写しで可）を必ず提出してくださ

い。 

（３） その他 

交付申請書の「機械器具等の内訳」及び「外国旅費行程表」に記載のない 50万 

円以上の機械器具・外国旅費の執行は原則不可です。 

万が一発生する場合は、事前に研究支援課へご相談ください。 

なお、対外的に説明が困難な取扱いにより支出したものについては、補助金の

厚労科研費・こども家庭科研費 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html
https://www.cfa.go.jp/policies/kagaku-kenkyu/
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返還の対象となる場合がありますので特に留意してください。 

３．相談窓口について 

 本ガイドブックに記載されていない内容や不明、疑問な点等がございましたら、下記

の相談窓口までお気軽にお問い合わせください。なお、文科省担当とアドレスが異なり

ますのでご連絡の際にはご注意ください。 

 

 【相談窓口】 

 昭和医科大学 統括研究推進センター事務室 研究支援課 

 〒142-8555 東京都品川区旗の台 1-5-8 

 TEL:03-3784-8019 FAX:03-3784-9277  Email:zaimu-n@ofc.showa-u.ac.jp 
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１．支払申請書・提出書類の作成、公的研究費の管理について 

〇支払申請書・提出書類の作成 

WEBシステムを使用します。研究者ごとに ID・パスワードを発行いたしますので、ログ

インのうえ、支払申請書を入力いただき、証憑書類とあわせて研究支援課にご提出くだ

さい。 

 

〈支払申請の作成方法について〉 

 

① 昭和医科大学のホームページ内の「学内専用」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類作成および研究費管理 
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②研究推進・支援（学内研究者向け）をクリック 

 

 

③「研究費支払い関連」の公的研究（文科科研費・ＡＭＥＤ・厚労科研・こども家庭科

研・ＪＳＴ・民間助成）をクリック 

 

 

 

 

研究推進・支援 
（学内研究者向け） 
をクリック 

公的研究費（文科科研費・AMED・厚労
科研・こども家庭科研・JST・民間助成） 
をクリック 
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④ここからログインをクリック 

 

 

 

 

⑥ID・パスワードを入力し、ログオンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 ＩＤ・パスワード」を入力
後、 

ログオンをクリック 

チェックを入れると次回以降「ＩＤ・パスワード」を

保存することができます。 

ここからログインをクリック 
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⑦書類の新規作成の場合、「新規申請」の該当する項目をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧必要事項を入力したら、「保存して次へ」をクリック 

 

 

 

 

①必要事項を入力 

②｢保存｣をクリック 
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⑨入力したデータに間違いがなければ、印刷し必要書類とあわせて研究支援課へ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドブックを参照いただき、あわせて必要となる書類がある場合には、ダウンロー

ドページもしくは、HP上より該当の様式を作成してください。 

 

〈研究費の使用状況確認について〉 

①使用状況確認をクリック 
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② 配分機関からの入金や、物品購入履歴、残高などの履歴が確認できます。 

 

〈申請一覧の確認について〉 

 

・状況 

 入力中 支払処理が行われない状態で、入力内容の変更ができます。 

 確定  事務局に支払申請データが送信された状態で、入力内容の変更はできません。 

     変更を希望される場合は研究支援課までご一報ください。 

 伝票  支払処理が完了した状態です。 
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各種研究活動を行う際には、軍事転用の可能性のある研究成果等が大量破壊兵器の開

発者やテロリスト集団などの懸念される者の手に渡らないよう、研究機関による組織的

な対応が必要です。日本では、外為法に基づき輸出規制が行われており、規制対象の貨

物や技術を輸出または提供しようとする場合、原則として、経済産業大臣の許可が必要

になります。外為法を含む、国の法令・指針・通達等の遵守が求められます。特に注意

が必要なのは、リスト規制技術を非居住者に提供する場合や外国に提供する場合で、こ

れらには事前許可が必要です。規制対象技術・貨物を無許可で非居住者等へ提供した場

合、研究者本人が刑事罰の対象となる可能性があるため、十分な注意が必要です。 

国（経済産業省、文部科学省）から輸出規制対象に指定された技術、貨物であるかの

確認を研究者本人および大学が行うよう要請されています。 

 

 

 

 

 

 

 

安全 

 

安全保証輸出管理についてのお問合せは、 

SURAC研究推進課（surac1@ofc.showa-u.ac.jp/03-3784-8863）までお願いいたします。 

安全保障輸出管理（海外への情報漏洩の対処） 

           

                  

              

                  

                

         

             

                 

     
         
         
          
         

         
       
     

mailto:surac1@ofc.showa-u.ac.jp/03-3784-8863
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【学外監査】 

不定期に会計検査院、文部科学省等による実地検査が実施されます。会計検査院等が抽

出した補助事業について、研究計画調書から研究成果報告書までの書類検査及び実地検

査が行われます。書類監査は事務局で対応しますが、研究の内容に関する事項や実地検

査については、研究者ご自身に対応していただくことになりますので、ご承知おきくだ

さい。 

 

【学内監査】 

研究機関が実情に応じて抽出した補助事業について「通常監査」、「特別監査」および 

「リスクアプローチ監査」を実施し、その実施状況及び結果について文部科学省に報告

することが義務づけられています。 

監査方法については、書類上の調査にとどまらず、実際の公的研究費使用状況や納品の

状況等の事実関係の厳密な確認を含め、徹底的に行います。 

・書類監査は、事務局で対応しますが、研究の内容に関する事項や特別監査については、

研究者ご自身に対応していただくことになりますので、ご承知おきください。 

＜学内監査指摘事項＞ 

・物品購入に関しては、年度末に購入が集中している研究があるので計画的に購入する

こと。 

・納品日から請求日までの期間が１ヵ月以上空いている事例があるが、原則として当月

発生は翌月末に支払うことになっているので留意すること。また、業者にも月締めにて

請求書を発行するよう要請すること。 

・当該研究費により購入した物品が他業務に使用されることのないよう、使用について

留意すること。 

・補助金で購入した試薬・消耗品については、表示方法・運用方法等をル－ル化してお

く。 

・使用業者に偏りがあると、業者との癒着が疑われるため、相見積もりを取る等して選

定理由を明確にしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

監査 
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研究費の不正な使用が行われた場合には、その内容に応じて、下記の罰則が課されます。 

・研究費の返還命令 

・一定期間の応募資格停止措置 

・刑事罰 

 

Ⅰ 不正使用の態様例 

預け金・・・・架空の取引により大学に代金を支払わせ、業者に預け金として管理させ 

ること。 

カラ出張・・・実体を伴わない出張の旅費を大学に支払わせること。 

カラ謝金・・・実体を伴わない作業の謝金を大学に支払わせること。 

 

Ⅱ 不正使用・不正受給の事例 

・科学研究費補助金を使用して出張をした際に、実際の用務は申請した期間のうち数日

であったにもかかわらず、出張期間中に開催予定のある学会や会合へ出席したように装

うことや、架空の用務を設定することで、出張期間すべてが研究課題に沿った内容の出

張であるかのように見せかけた。【カラ出張】 

 

・科学研究費を含む大学運営費において、支払申請権限のある教員の印鑑を不正に使用

してパソコン等の購入手続きを行い、事務局の納品検収後に買取業者に売却し、売却代

金を領得していた。また、不正な手続きでパソコン等を購入したことが発覚しないよう、

部署内の予算決算書や収支簿を改ざんしていた。【目的外使用】【横領】 

 

・科学研究費を含む研究費不足の懸念や増加する業務量のために事務手続きをする時

間 的・精神的な余裕がなくなったことにより、関与業者に依頼して、研究に必要なも

のを納品してもらうものの、代金の支払に必要な書類を提出させないという不適切な取

引を行い、平成 25年度から平成 27年度にかけて総額 4,854,912 円（期ずれ（前年度

納入）により精算した額を除く。）の関与業者への未収金を生じさせた。関与業者と相

談し、この未収金を精算するため、平成 26 年度から架空請求（偽装納品）を行うこと

になった。 

①関与業者への未収金に充当することを目的として、関与業者に実験器具やトナーカー

トリッジなどの消耗品を納品後に持ち帰らせながら、代金を請求させ、大学に代金を支

払わせた。【架空請求（偽装納品）】 

②次年度に代金を支払うことを約して、前年度（平成 26 年度）に関与業者に納品させ

研究費の不正使用 
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た複数の研究機器について、当該年度（平成 27 年度）に納品されたかのように装い、

大学に当該年度（平成 27年度）の予算から代金を支払わせた。【期ずれ（前年度納入）】 

 

・科学研究費を含む研究費において、架空発注により消耗品等を購入したように装い、

大学から補助金を支出させ、業者に預け金として管理させた上で、必要に応じ大学に保

管された納品伝票とは異なる研究用物品等の購入に充てていた。【預け金】 

 

・科学研究費を含む研究費において、多人数のアルバイト従事者への謝金（人件費）支

払処理手続きが面倒であると考え、1名の学生に説明をした上で、カラ勤務の依頼をし

た。実際の作業を遂行した学生に、謝金（人件費）として一括請求することを依頼し、

依頼を受けた学生は、勤務者としてカラ勤務の書類を作成した。【カラ謝金】 

 

・科学研究費を含む研究費からの出張費の申請のうち、平成 23年度から平成 26年度ま

での 151件中、57件において旅行命令後に出張日程の変更や取り止め、出張用務を達

成できなかったにもかかわらず旅行命令の取消・変更の手続きを怠ったことにより過払

い金を発生させた。【カラ出張】 

①旅行命令や出張復命書に記載された出張期間や宿泊地等が異なる出張（30件） 

②実際の行程が他の旅行命令（又は兼業）と重複する出張（3件） 

③出張の取り止めや出張用務を達成できなかったにもかかわらず旅行命令の取消・変更

を行わなかった出張（24件） 

 

・科学研究費を含む研究費からの謝金支払において、調査に協力した複数の学生に、研

究者自身の私費で一旦現金で支払いを行い、その後、その謝金の立替えに充てた自己資

金の 相当額を大学から回収するために、ひとりの学生を代表役とし、その者がすべて

の調査を実施したことにした勤務表を作成して、虚偽の実施報告を行い、故意に大学に

代表学生にまとめて謝金を支給させ、当該謝金を代表学生から還流させていた。また、

一時的にその一部をプールし、次回の調査の際の謝金に充てていた。【カラ謝金】 

 

☆その他の不正事例については文科省ホームページより確認ができます。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm） 

 

不正使用を行った研究者に対する応募資格の制限について 

科学研究費助成事業等の競争的資金において不正使用を行った研究者に対しては、全て

の競争的資金への応募資格が制限されます。 
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Ⅰ 不正行為の態様例 

【捏造】 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

【改ざん】研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって 

得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

【盗用】 他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用 

語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。 

 

Ⅱ 不正使用・不正受給の事例 

・図に含まれる 12 のグラフのうち、2つのグラフについて、実験が行われていなかっ

たにもかかわらず、実験を行ったかのような結果を示すグラフが作成され、論文に投稿

された。【捏造】 

 

・比較した 2つの画像のシグナル強度について、論文の図作成時に意図的に片方の群の

みシグナル強度を操作していた。【改ざん】 

 

・研究ノート 1報については、本文 389行中、約 251行で参考文献とほぼ同様ないしは

そのままの記述がみられ、また、論文 1報については本文 761行中、約 553行で参考文

献とほぼ同様ないしはそのままの記述がみられた。結論部を中心にみられた当該論文執

筆者独自の記述の内容や論文全体の構成等も含めて総合的に検討し、盗用と認定された。

【盗用】 

 

・当該論文と盗用元とされる論文を比較すると、イントロダクションは全く一緒で、デ

ィスカッションの構成も同様であり、半分くらいの類似が認められ、全体で 40％の類

似が確認された。【盗用】 

 

・論文 2 報について、他者の論文及び Web ページの文章とほぼ同じ文章が出典の明示

なく記載されていた。【盗用】 

 

・国際学会で発表した論文とほとんど同一の論文を、オリジナル論文として国内の学会

に投稿した。【二重投稿】 

 

☆その他の不正事例については文科省ホームページより確認ができます。 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360483.htm） 

研究活動における不正行為 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360483.htm
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・公的研究費に関わる方全員が、不正行為防止のためのコンプライアンス教育・研究倫

理教育を受講していただく必要があります。詳細については研究支援課のホームページ

でご案内します。 

・公的研究費に関わる方全員に不正行為を行わない、協力しないという誓約書の提出が

義務づけられています。必ずご提出ください。 

・取引先（業者等）に関しても誓約書の提出を義務づけています。 

 

 

 

 

 

 

公的研究費・研究活動の不正に係る通報窓口は総務部ですので、不正を確認した場合は

連絡してください。 

また、公的研究費および研究活動の不正に係る事案が発生した場合等の対応は「就業規

則」に基づき、厳正に対処します。 

 

【不正に対する告発・相談窓口】 

昭和医科大学 総務部 総務課 

住所：東京都品川区旗の台 1-5-8 

電話：03-3784-8011（直通） FAX：03-3784-8012 

Email：soumu@ofc.showa-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止 

不正行為告発等の対応 

mailto:soumu@ofc.showa-u.ac.jp
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昭和医科大学研究活動における行動規範 

 

 本行動規範は、昭和医科大学（以下「本学」という。）における科学研究が、信頼性

と公正を欠くことのないよう、研究活動を行うすべての者（以下「研究者」という。）

及びこれを支援・監督するすべての者が、研究費の適正な運営・管理を推進するため

遵守すべき行動規範を定めるものである。 

 

Ⅰはじめに 

 本学は、生命科学の進捗と文化の発展に貢献することを使命として、医系総合大学

の特徴を生かし、次の時代を拓く先端的かつ独創的な研究を進めることを基本理念と

している。その研究活動は、先駆者が行った研究の幾多の業績を踏まえた上で、実験・

考察等によって知り得た事実やデータを素材としながら、研究者自身の視点、解析、

省察等に基づいた新たな知見を創造し、知の体系を構築していく知的営みである。こ

れらの活動が人類共通の知的財産として健全に構築されていくには、科学研究に携わ

る全ての者が科学の健全な発展を促す責任を持ち、また自らを律する厳しい姿勢が求

められることは自明である。 

 近年、知をめぐる環境の大きな変化とともに、外部研究資金を獲得する激しい競争

の中で、論文等のデータ捏造・改ざんなどの研究上の不正行為が国内外の研究機関で

続発し、社会問題化するに至っている。不正行為は研究者倫理に背く、科学そのもの

に対する背信行為であり、また、科学に対する社会の信頼を裏切り、学術研究の発展

を著しく阻害するものであることから、絶対に許されることではない。法令等を遵守

し、高い倫理観をもって真摯に研究活動を行うことは、本学が社会に対し負っている

責務の一つでもある。 

 本行動規範が、日々研究が行われている研究室等において機会あるごとに周知され、

研究者の倫理意識の向上と研究の責任ある遂行、並びに研究活動における不正行為防

止に役立つことを期待する。 

 

Ⅱ研究者の責務等 

（研究者の責任） 

１．研究者は、科学の自立性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、

研究の実施にあたっては、自らの研究が人間、社会、環境に及ぼす影響や起こりうる 

変化を広い視野からできる限り察知し、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そし

て地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。 
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（人間の尊厳の尊重） 

２．研究者は、本学の定める「生命倫理憲章」に則り、生命への畏敬の念を持ち、人 

間の尊厳を重んじ、基本的人権を尊重しなければならない。研究にあたっては、 

研究への協力者に対し、十分インフォームド・コンセント及び個人情報の保護に 

努めるなど、協力者の人格、人権を尊重した行動をとらなければならない。また、 

実験動物などに対しては、動物福祉に配慮し真摯な態度でこれを扱う。 

 

（研究倫理の習得） 

３．研究者は、科学研究に伴う倫理的責任を果たすために、研究倫理の習得に努めな 

  ければならない。とりわけ、人間を対象とする医学研究を行う者は、研究協力者 

への倫理的配慮を行うことが義務であることから、法令ガイドラインや学内の規 

程を熟知し、倫理審査委員会への審査申請等の公正な手続きを経て研究を遂行し 

なければならない。 

 

（説明責任） 

４．研究者は、社会に対し、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、 

客観性や実証性をもって示す最善の努力をするとともに、研究者コミュニティに 

対し、研究活動の透明性を担保することに高い倫理観をもって努める責任を有す 

る。 

 

（資料・情報・データ等の管理） 

５．研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・ 

維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究環境の質的向上に積極的に取 

り組む。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、研究成果の客観 

性を歪めることがあってはならないことは勿論、研究のために収集又は生成した 

資料、情報、データ等の減失、漏洩、改ざん等を防ぐために適切な措置を講じる 

とともに、これを適切な期間、保存するものとする。 

 

（研究成果発表の基準） 

６．研究者は、研究成果発表における不正行為が、新たな知見を創造していく知的営 

  みである科学そのものに対する背信であり、大学及び研究者に対する社会の信頼 

性を失う行為であることに鑑み、他研究者の成果を自己に成果として発表しては 

ならない。また、研究成果の発表に際しては、先行研究を精査し尊重するととも 

に、他研究者の知的財産を侵害してはならない。 

 

（公正性） 
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７．研究者は、次に掲げる不正行為を絶対行ってはならない。 

（１）捏造：存在しないデータの作成。データ、研究成果等を偽造して、これを記録 

し、又は報告もしくは論文等に利用すること。 

（２）改ざん：データの変造、偽造。研究資料・機器・家庭を意図的に変更する操作、 

もしくは虚偽記載を行い、これにより変更したデータ、結果等を用いて研究の 

報告、論文等を作成し、又は発表すること。 

（３）盗用：他研究者のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用。他研究者の研 

究計画のアイディア、研究課程、研究成果、論文又は用語を適切に引用せず、 

又は適切な表示をせずに使用すること。 

  ※これら以外でも、研究論文に著者としての資格を有しない者を挙げること、又 

   は著者としての資格を有する者を著者リストから除外することや、同一内容の 

研究論文を重複発表する、研究協力者への倫理的配慮を欠くなど、明らかに研 

究活動上の不正行為と認められる行為を除外するものではない。 

 

８．研究者は、次に掲げる各事項を遵守しなければならない。 

（１）不正行為をしてはならないこと。 

（２）不正行為に加担してはならないこと。 

（３）第三者に対して不正行為をさせてはならないこと。 

（４）不正行為が行われようとしていることを知った時に、それを防止するよう努め 

ること。 

 

（法令順守） 

９． 研究者は、研究の実施等にあたっては、法令やガイドライン、学内の関係規程 

を遵守する。 

（研究費の取扱い） 

１０．研究者は研究費の使用にあたっては、次に掲げる各事項を遵守しなければなら 

ない。 

（１）研究費の使用にあたっては、法令、資金配分機関が定める規則及び学内の関係 

規程を遵守し、これを適正に使用すること。 

（２）研究費の源泉が公的資金、財団や企業等からの助成金、寄附金、学生生徒等納 

付金等によって賄われていることを常に留意し、研究費を最も効果的かつ効率 

的に運用し、不正な使用を行ってはならないこと。 

（３）研究費を原資として購入した資産については本学の規程に基づき適正に管理す 

ること。 

（４）取引業者の不正使用に加担、協力、不正使用の誘引をしてはならないこと。 
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（差別の排除） 

１１．研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、思想、宗教など 

によって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と 

人格を尊重する。 

（個人情報の保護） 

１２．研究者は、プライバシーの尊重と個人情報保護の重要性に鑑み、研究のために 

収集した資料、情報、データ等のうち個人を特定できるものは、これを匿名化 

した上で研究するなど保護を徹底するとともに、学外に個人情報を持ち出さな 

い。また、本人の了解なく、これを他に漏らさない。 

（利益相反） 

１３．研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるい 

は異なる組織間の利益の聖徳に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に 

対応する。 

（研究上の不正行為等への対応） 

１４．捏造、改ざん、盗用などの不正行為の疑義への基本的対応は次の通りとする。 

（１）不正行為などの疑義の申し立てや相談を受け付ける窓口を設ける。 

（２）受付内容を公正に精査する。誣告の場合には受け付けない。 

（３）申立人に将来にわたって不利益が及ばないよう、十分に配慮する。 

（４）不正行為などの疑義があった場合には、定められた制度に沿って迅速に事実の究明

に努め、必要な対応を公正に行い、その結果を公表する。特に、データの捏造、改

ざん、盗用には、厳正に対処する。 

（５）研究の実施、研究費の使用等にあたっては、研究倫理教育のための必要な措置を講

じ、法令やガイドラインや学内の関係規程を遵守するよう周知徹底する。また、利

益相反に適切に対応できるルールを整備する。 

 

Ⅲ研究指導者の責務等 

研究の指導的立場にある者は、次のことを遵守しなければならない。 

１．科学研究は人類の健康と福祉に多大な貢献をするが、その安易技術応用が生命倫

理、地球環境の汚染、公害等諸問題を惹き起こしたことなどの事実があることを自

覚し、指導にあたる。 

２．研究の指導的立場にある者は、研究者一人ひとりが、その自発性と独創性に基づ

いて自由な研究を遂行できるよう、ハラスメント防止対策等を含め、公正な研究

環境の整備に努めなければならない。 

３．遺伝子治療臨床研究、ヒト幹細胞臨床研究、その他の介入的臨床研究や、ヒトゲ 

  ノム遺伝子解析、遺伝子組み変え実験及び動物実験等の研究計画を立案・実施す 
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るにあたっては、生命倫理に関する法令やガイドライン、学内の関係規程等を遵 

守し、十分な知識をもって安全確保に努めるよう、研究者を指導する。 

４．研究の指導的立場にある者は、研究者が研究活動を行う上で個人情報を収集する 

  場合、その内容と必要性について事前に説明を受け、倫理審査委員会の指針、ガ 

イドライン等に沿い、適正に指導する。また、取得した個人情報によりコンピュ 

ータ上で研究データを作成するときに、外部からのアクセスにより個人情報が漏 

洩しないよう、符号表の取扱いその他を日常的に指導し監督する。 

５．実験・観察ノート等の作成、使用データや関連データの保管の徹底は、自らの研 

  究に不正行為がないことを説明できるものであることから、これを適正に管理す 

ることを研究者に周知指導する。電子媒体でデータを保管する場合には、実験条 

件や実験日などに注意を払い、研究記録にもその所在を明記するなど、研究の客 

観性を確保するよう指導する。 

６．研究者の論文に誤りがあることに後で気が付いた場合は、速やかに論文を取り下 

  げる措置を取るなど、誠実に対応するよう指導する。 

７．研究発表に際しては、他の研究者の発表結果や未発表データを適正なプロセスを 

  踏まず、かつ引用もせずに記述することは、暗黙にオリジナルであるかのように 

受け取られ、盗用と判断されるので、適正な引用に十分注意を払うよう指導する。 

８．研究の指導的立場にある者は、自ら率先して本規範を遵守し、研究者、学生の指 

  導にあたるよう、深く認識し行動しなければならない。 

 

Ⅳ大学の責務 

１．本学は、この行動規範の運用を実行あるものにするとともに、研究者の研究倫理

意識を高揚するために、必要な啓発、倫理教育の計画を作成し、実施する。 

２．本学は、研究者の研究倫理に反する行為に対しては適切な措置を講じる。 

３．本学は、研究に関して、不当又は不公正な扱いを受けた者からに相談、苦情に対

応する。 

４．本学は、本学の研究活動における倫理上及び安全管理上整備すべき事項について、必

要な措置を講じる。 

５．本学は、研究者が研究活動を行う上で、遵守すべき行動規範について必要な制度等の

整備及び改善を継続して実施する。 

６．前項第５項の目的を達成するため、昭和医科大学研究活動規範マネジメント委員 

会を設置する。 

７．昭和医科大学研究活動規範マネジメント委員会に関する事項は別に定める。 
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Ⅴ事務局、改廃等 

１．この行動規範に関する事務は、研究助成課が行う。 

２．この行動規範は５年毎に見直しする。ただし、省庁等の関連する基準やガイドラ

インの改訂が行われた場合はその都度見直しすることとする。 

 

 

附則 

１．この行動規範は、平成２８年２月９日から施行する。 

２．この行動規範の施行日をもって、「研究活動における不正防止ガイドライン」（平

成 20年 10 月 14日制定）は廃止する。 

３．この行動規範の改廃は、学部長会の審議を経て、理事会の承認を要するものとす

る。 

 

以上 
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昭和医科大学公的研究費の不正使用防止に関する基本方針 

 

 昭和医科大学（以下「本学という。」）は、「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定、平成

２６年２月１８日改正）に基づき、公的研究費の不正使用を防止する取組みに関する

基本的な考え方を「昭和医科大学公的研究費不正防止に関する基本方針」として定め、

実施することにより、公的研究費の適正な運営及び管理体制の徹底を図ります。 

 

１．期間内の責任体系の明確化 

公的研究費の運営・管理を適正に行うため、本学の運営・管理に関わる責任者とそ

の役割、責任の所在及び範囲と権限を次の通り定めます。 

 （１）最高管理責任者：学長 

 ①責任と権限 

 本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について、それらを実施するために

必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任

を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適正にリーダーシップを発揮する。 

 （２）統括管理責任者：財務担当理事 

 ①責任と権限 

 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機全体を統括する実

質的な責任と権限を持つ。 

 ②役割 

 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基

本方針に基づき、期間全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとと

もに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 

 （３）コンプライアンス推進責任者・研究倫理教育責任者：学部長・富士吉田教育 

部長 

 ①責任と権限 

 競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。 

 ②役割 

 統括管理責任者の指示の下、下記を行う。 
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  １）事故の管理監督又は指導する学部における対策を実施し、実施状況を確認す

るとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。 

  ２）不正防止を図るため、学部内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構

成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

  ３）自己の管理又は指導する学部内において、構成員が適切に競争的資金の管理・

執行を行っている等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

 

 ２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

  （１）ルールの明確化・統一化 

  公的研究費にかかる事務処理手続きに関するルールについて、明確かつ統一的な 

  運用を図るとともに、随時点検を行い、必要に応じて見直します。また、公的研 

究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知します。 

  （２）職務権限の明確化 

  公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任を明確にします。また、業務 

分担の実態と職務分掌の間に乖離が生じないよう恒常的に見直します。 

  （３）関係者意識の向上 

  公的研究費に関わる構成員に、研究費ガイドブックの配布、研究費使用説明会及 

  びコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとと 

もに、誓約書の提出を求めます。 

  （４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化 

  公的研究費の不正に係る通報窓口について利用方法及びルール等の周知を行いま 

す。公的研究費の不正に係る事案が発生した場合等の対応は「就業規則」に基づ 

き、厳正に対処します。 

 

 ３．研究費の適正な運営・管理活動 

 ・研究の運営・管理に関わる全て構成員は、相互に協力して、公的研究費等を適正 

  に運営・管理します。 

 ・昭和医科大学研究活動規範マネジメント委員会は、本学構成員が公的研究費を適 

正に使用するに際して特に留意すべき事項を定め、また、関係者及び本学と取引 

関係のある者対し、不適正な使用の発生を防止するための具体策を定めます。 

 ・コンプライアンス推進責任者は、不正防止計画等の内容を踏まえ、適正な予算執 

行を行わせるため、執行状況を確認し、当初計画に比較して著しく遅れや偏りが 
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ある場合には、改善策を講じます。 

 

 ５．情報発信・共有化の推進 

  公的研究費の不正への取組に関する基本方針、管理体制等について社会に対して 

積極的に情報発信を行います。また、公的研究費の使用に関するルール等につい 

て、機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置します。 

 

 ６．モニタリング及び監査 

  最高管理責任者は、公的研究費が適正に使用されていることを検証できるモニタ 

リング体制を構築し、公的研究費の不適正な使用の発生を防止します。また、内 

部監査室及び外部監査法人が行う通常監査及び特別監査に積極的に協力し、恒常 

的に組織的牽制機能を充実、強化することに協力します。 

 

 ７．方針の見直し・改訂 

  基本方針の見直し及び改訂は、学部長会の議を経て、学長が行う。 

 

附則 

平成２８年１月４日制定 
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昭和医科大学研究費に関する管理規程 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この規程は、昭和医科大学（以下、「本学」という。）または本学に所属する教

育職員等が教育・研究を遂行する際の研究費の適正な運営・管理を目的とする。 

２ 前項の研究費とは、公的研究費（研究と教育に関する競争的資金等）、研究事業の受

託研究費、研究助成金、学内研究費（講座研究費・学生実習費、受託研究費、奨学寄附

金）等をいう。（適用範囲） 

第２条 研究費の取扱いは、法令、研究費等の配分機関により特段の定めがある場合、

または学内で他の定めがある場合の他、この規程の定めるところによる。 

（本学の責務） 

第３条 本学は、本学または本学に所属する教育職員等が研究費の交付を受けて教育・

研究を行う場合、法令、学内規程に従って大学としての研究費の運用・管理を行う責任

を果たし、社会から信頼される大学を目指す。 

（教育職員の責任） 

第４条 教育職員等は、研究費による教育・研究が負託された公共的、公益的な知的生

産活動であることを念頭において本規則を遵守するとともに、研究費の使用に関して、

説明責任を有することをふまえて、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。 

 

第２章 研究費の責任体制 

（最高管理責任者） 

第５条 本学の研究費に関する管理は、学長が最高管理責任者として総括する。 

２ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを

実施するために必要な措置を講じる。 

（統括管理責任者） 

第６条 本学の研究費に関する運営・管理は、財務担当理事が統括管理責任者として最

高管理責任者を補佐する。 

２ 統括管理責任者は、研究費の運営・管理に関する計画の策定、計画の推進および進

捗管理を行い、最高管理責任者に報告するものとする。 

３ 統括管理責任者は、研究費の運営・管理を統括するとともに、運営・管理が適切に

行われるよう努めなければならない。 

４ 統括管理責任者は、研究費の運営・管理に関して特に重要な事項については、事前

に最高管理責任者と協議し、同意を得るものとする。 
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（コンプライアンス推進責任者） 

第７条 学部等における研究費の運営・管理を行うため、各学部長等をコンプライアン

ス推進責任者とする。 

２ コンプライアンス推進責任者は、学部等における研究費の運営・管理を統括すると

ともに、学部等における対策を実施し、それらが適切に実施されるよう努めなければな

らない。 

３ コンプライアンス推進責任者は、前項の実施状況を統括管理責任者に対して報告す

るとともに、特に重要な事項については、事前に協議し、同意を得るものとする。 

 

第３章 事務処理手続き 

（研究費の申請および届出） 

第８条 教育職員等の研究費の申請については、研究支援課に提出するものとする。 

２ 教育職員等は、研究費の受入れが内定もしくは決定したときは、速やかに研究支援

課にその旨を届出するものとする。 

３ 研究費における研究開発等において、別途契約書を締結する場合は、原則として当

該研究事業主（機関）等と理事長との間に締結するものとする。 

（備品等の帰属） 

第９条 研究費において購入した機器備品や図書等は、法令、研究費等の配分機関によ

り特段の定めがある場合を除き、本学に帰属するものとする。 

（執行の事務処理手続および権限） 

第 10 条 教育職員等が行う研究費の執行と権限および責任については、別に定める。 

 

第４章 取扱規則等の周知徹底と相談窓口 

（取扱規則等の周知徹底） 

第 11条 最高管理責任者は、研究費の運営・管理に携わる教育職員等および関係部署の

事務職員に、次の各号に掲げる方法により研究費の取扱規則等の周知徹底を図るものと

する。 

(1)研究費の使用に関する法令およびガイドライン等の周知徹底 

(2)事務処理手続に関する研修の実施 

(3)研究費の取扱いに関するガイド内容の適宜見直しおよびホームページでの公表 

（相談窓口） 

第 12条 教育職員等からの研究費の運営・管理に関する相談窓口を、研究支援課に置く。

２ 研究支援課は関係部署と連携して、速やかに対処しなければならない。 

 

第５章 不正使用に関する通報・調査 

（通報窓口） 
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第 13条 研究費の運営・管理に係る通報については、本学の公益通報者の保護に関する

規程に基づいて取り扱うものとする。 

２ 通報窓口は総務部に受付窓口を置くものとする。 

（通報の方法） 

第 14条 不正使用に関する通報の方法は、書面、ファクシミリ、電子メール、電話また

は面談によるものとする。 

２ 通報は原則として顕名によるものとし、不正使用を行ったとする研究者・研究グル

ープ、不正使用の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が明示さ

れているもののみ受け付ける。 

３ 匿名による通報があった場合、告発内容に応じて、顕名の通報があった場合に準じ

た取り扱いをすることができる。 

４ 資金配分機関等もしくは報道や学会等の研究者コミュニティ等により不正使用の疑

いが指摘された場合は、匿名の告発があった場合に準じて取り扱う。 

５ 不正使用が行われようとしている、あるいは不正使用を強要されているという通報

については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、最高管理責

任者が被告発者に対し警告を行う。 

（予備調査） 

第 15条 最高管理責任者は、通報・相談を受けた場合、速やかに予備調査委員会を設置

し、予備調査を行う。 

２ 予備調査委員会は、告発等の受付から 30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し、

調査の要否を判断するとともに、最高管理責任者および研究活動規範マネジメント委員

会（以下、「研究活動規範委員会」という。）に調査結果を報告する。 

３ 最高管理責任者は、調査の要否を配分機関へ報告するものとする。 

４ 予備調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1)総務担当理事 

(2)被告発者が属する学部長等 

(3)統括研究推進センター長 

(4)総務課長 

(5)研究支援課長 

５ 予備調査委員会の委員長は、前項第１号の委員をもって充てる。 

６ 予備調査委員会の事務は統括研究推進センター事務室研究支援課が行い、必要に応

じ当該事案が発生した所属事務を充てる。 

（調査委員会） 

第 16条 最高管理責任者は、予備調査の結果、調査が必要と認めたときは、研究助成金

等の配分機関に報告するとともに、速やかに調査委員会を設置する。 

２ 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 
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(1)研究活動規範委員会委員長 

(2)予備調査委員会委員長 

(3)被告発者が属する学部長等 

(4)総務部長 

(5)統括研究推進センター事務室事務長 

(6)本学および告発者・被告発者と直接利害関係を有しない第三者３ 調査委員会の委員

長は、前項第１号の委員をもって充てる。 

４ 委員個人が当該不正使用の関係者となったときは、当該調査委員会の委員としては

出席できない。 

５ 調査委員会の委員は、本規程に基づく調査により知り得た秘密事項を漏らしてはな

らない。 

（調 査） 

第 17条 調査委員会は、調査に当たり次の各号に掲げる事項を行うものとする。 

(1)調査方針、調査対象および方法等について、研究助成金等の配分機関へ報告し、協 

議する 

(2)関係者からの聴取 

(3)指摘された不正使用に係る業者売上元帳と納品書の突合や内部保存資料等の精査

(4)本条調査に際しては、被通報者に対し、弁明の機会を与えること 

(5)本条調査に際しては、必要に応じて調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる 

２ 関係者は、調査委員会から資料の提出を求められた場合は、これに応じなければな

らない。 

３ 調査委員会は、正当な事由がある場合を除き、研究助成金等の配分機関からの本条

調査に係る資料の提出または閲覧、現地調査に応じるものとする。 

４ 調査委員会は、不正の有無および内容、関与した者および関与の程度、不正使用の

相当額について認定し、ただちに最高管理責任者および研究活動規範委員会に調査結果

を報告するものとする。 

（調査結果の報告） 

第 18 条 最高管理責任者は、告発等の受付から 210 日以内に、調査結果、不正発生要

因、不正に関与した者が関わる他の研究助成金等における管理・監査体制の状況、なら

びに再発防止計画等を含む最終報告書を研究助成金等の配分機関へ提出するものとす

る。ただし、期限までに調査が完了しない場合にあっても中間報告を行う。 

２ 調査の過程であっても、研究助成金等の配分機関の求めに応じ、調査の進捗状況報

告および中間報告を提出するものとする。この間、不正の事実が一部でも確認された場

合は、速やかに認定し、当該配分機関に報告するものとする。 

（調査結果の公表） 

第 19条 本学は、不正使用が行われたと認定した場合、当該不正使用の内容その他の必
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要な事項を公表するものとする。 

（処分等） 

第 20条 研究費の不正使用の事実が認められた場合は、就業規則に基づき、懲戒処分等

の適切な措置を講ずるものとする。 

２  研究助成金等の交付元および研究委託機関から不正使用に係る研究助成金等の返

還命令があった場合は、加算金等を含め、原則として不正使用を行った研究者がその責

めを負うものとする。 

（通報・相談者および調査協力者の保護） 

第 21 条 最高管理責任者は、不正使用に関する通報・相談者および調査協力者に対し

て、不利益を受けないように十分な配慮を行うものとする。 

 

第６章 不正防止 

（不正の防止に対する責任） 

第 22条 最高管理責任者は、本学における研究費の運営・管理に係る不正の発生の防止

に努めなければならない。 

２ 統括管理責任者は、本学における研究費の運営・管理に係る不正の要因を把握・分

析し、不正防止計画を策定・推進するとともに、不正防止計画の進捗状況を最高管理責

任者に報告しなければならない。 

（不正防止計画推進部署） 

第 23条 不正防止計画を推進する部署は、研究活動規範マネジメント委員会とする。 

２ 研究活動規範マネジメント委員会の委員、所管については別に定める。 

（モニタリングおよび内部監査） 

第 24条 研究費の執行についてのモニタリングは、コンプライアンス推進責任者ととも

に研究支援課が実施する。 

２ 研究費の運営・管理に関するモニタリングおよび内部監査は、学校法人昭和医科大

学内部監査規程に基づいて行うものとする。 

３ 研究費の不正使用の疑いおよび研究費の不正使用が生じた場合は、前項に基づいて

行う。 

（取引停止等） 

第 25 条 物品の購入および労務の提供に関し、取引業者または非常勤雇用者の不正が

認められる場合は、取引停止、契約解除等の措置を講ずる。 

 

第７章 補 則 

（間接経費の管理） 

第 26条 間接経費は、最高管理責任者の管理のもとで、研究費による研究の実施に伴う

本学の管理等に必要な経費として、効率的かつ効果的に取り扱うものとする。 
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２ 間接経費の使用は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３年４月

２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」に基づくものとする。 

（所 管） 

第 27 条 この規程の所管は、統括研究推進センター事務室研究支援課とする。 

 

附 則 

１．この規程は、平成 20年４月１日から施行する。  

２．この改正規程は、令和３年４月１日から施行する。 

３．この規程の改廃は、統括研究推進センター委員会および学部長会の審議を経て、理

事会の承認を要するものとする。 
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昭和医科大学研究活動における不正防止規程 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、昭和医科大学（以下「本学」という。）における研究活動上の不正

行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定め

る。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)研究活動上の不正行為 

① 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、

捏造、改ざん、又は盗用。 

② ①以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照

らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの 

(2)研究者等 

本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に

携わる者 

(3)学部等 

本学の規程に定める学部、附属病院、共同施設、研究所 

（研究者等の責務） 

第３条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、

また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。 

２ 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講

しなければならない。 

３ 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証

可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定

期間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示

しなければならない。 

 

第２章 不正防止のための体制 

（最高管理責任者） 

第４条 学長は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権
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限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるもの

とする。 

（学部等管理責任者） 

第５条 各学部長等を学部等管理責任者とし、当該学部等における研究倫理の向上及び

不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置

を講じるものとする。 

（研究倫理教育責任者） 

第６条 学長は、学部等における研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者と

して研究倫理教育責任者を置くものとする。 研究倫理教育責任者は、学部等管理責任

者が兼務することができる。 

２ 研究倫理教育責任者は、当該学部等に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関す

る教育を定期的に行わなければならない。 

（研究活動規範マネジメント委員会の設置） 

第７条 不正行為を防止する部署は、研究活動規範マネジメント委員会（以下「研究活

動規範委員会」という。） とする。 

２ 究活動規範委員会の委員、職務については別に定める。 

 

第３章 告発の受付 

（告発の受付窓口） 

第８条 告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うため、総務部に受付窓口を置くも

のとする。 

（告発の受付体制） 

第９条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシ

ミリ、電子メール、電話又は面談により、告発窓口に対して告発を行うことができる。 

２ 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又

は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明

示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。 

３ 窓口の責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、研究活動規範

委員会委員長（以下「委員長」という。）と協議の上、これを受け付けることができる。 

４ 告発窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに、学長及び委員長に報告するもの

とする。学長は、当該告発に関係する学部長等管理責任者に、その内容を通知するもの

とする。 

５ 告発窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかにつ

いて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた

旨を通知するものとする。 

６ 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の
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疑いが指摘された場合 

（研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研

究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由

が示されている場合に限る。）は、委員長は、これを匿名の告発に準じて取り扱うこと

ができる。 

（告発の相談） 

第 10 条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続につ

いて疑問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができる。 

２ 告発の意思を明示しない相談があったときは、告発窓口は、その内容を確認して相

当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとす

る。 

３ 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の

不正行為を求められている等であるときは、相談窓口は、学長及び委員長に報告するも

のとする。 

４ 前項の報告があったときは、学長又は委員長は、その内容を確認し、相当の理由が

あると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。 

（告発窓口の職員の義務） 

第 11 条 告発の受付に当たっては、告発窓口の職員は、告発者の秘密の遵守その他告

発者の保護を徹底しなければならない。 

２ 告発窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、

書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事

後に見聞できないような措置を講じるなど、適切な方法で実施しなければならない。 

３ 前項の規定は、告発の相談についても準用する。 

 

第４章 関係者の取扱い 

（秘密保護義務） 

第 12条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏

らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。 

２ 学長及び委員長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、

調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、

これらの秘密の保持を徹底しなければならない。 

３ 学長又は委員長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告

発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。

ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解

は不要とする。 

４ 学長、委員長又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に
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連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉

及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。 

（告発者の保護） 

第 13条 学部等管理責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪

化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。 

２ 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不

利益な取扱いをしてはならない。 

３ 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規則、その

他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 

４ 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由

に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利

益な措置等を行ってはならない。 

（被告発者の保護） 

第 14条 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみ

をもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場

合は、就業規則、その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 

３ 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者

の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発

者に不利益な措置等を行ってはならない。 

（悪意に基づく告発） 

第 15条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づ

く告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発

者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えるこ

とを目的とする告発をいう。 

２ 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公

表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる 

３ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対し

て、その措置の内容等を通知する。 

 

第５章 事案の調査 

（予備調査の実施） 

第 16条 第９条に基づく告発があった場合又は委員長がその他の理由により予備調査

の必要を認めた場合は、委員長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに

予備調査を実施しなければならない。 

２ 予備調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 
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(1)総務担当理事 

(2)被告発者が属する学部長等 

(3)統括研究推進センター長 

(4)総務課長 

(5)研究支援課長 

３ 予備調査委員会の委員長は、前項第１号の委員をもって充てる。 

４ 予備調査委員会の事務は統括研究推進センター事務室研究支援課が行い、必要に応

じ当該事案が発生した所属事務を充てる。 

５ 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備

調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことが

できる。 

６ 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を

保全する措置をとることができる。 

（予備調査の方法） 

第 17条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科

学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項に

ついて、予備調査を行う。 

２ 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調

査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として

調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 

（本調査の決定等） 

第 18条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起

算して 30日以内に、予備調査結果を学長及び研究活動規範委員会に報告する。 

２ 研究活動規範委員会は、予備調査結果を踏まえ、学長と協議の上、直ちに、本調査

を行うか否かを決定する。 

３ 研究活動規範委員会は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告

発者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。 

４ 研究活動規範委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付

して告発者に通知する。この場合には、資金配分機関や告発者の求めがあった場合に開

示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。 

５ 研究活動規範委員会は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る

研究費等の配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。 

（調査委員会の設置） 

第 19条 研究活動規範委員会は、本調査を実施することを決定したときは、同時に、そ

の議決により調査委員会を設置する。 

２ 調査委員会の委員の半数以上は、本学に属さない外部有識者でなければならない 



67 

 

３ 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、学長が任命する。 

(1)研究活動規範委員会委員長 

(2)予備調査委員会委員長 

(3)本学及び告発者・被告発者と直接利害関係を有しない第三者(4)研究活動規範委員会

委員長が必要と認めた者 

４ 調査委員会の委員長は、前項第１号の委員をもって充てる。 

５ 委員個人が当該不正行為の関係者となったときは、当該調査委員会の委員としては

出席できない。 

６ 調査委員会の事務は統括研究推進センター事務室研究支援課が行い、必要に応じ当

該事案が発生した所属事務を 

充てる。 

（本調査の通知） 

第 20条 研究活動規範委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名

及び所属を告発者及び被告発者に通知する。 

２ 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して７日

以内に、書面により、研究活動規範委員会に対して調査委員会委員に関する異議を申し

立てることができる。 

３ 研究活動規範委員会は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容

を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会

委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 

（本調査の実施） 

第 21条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して 30 日以内に、本

調査を開始するものとする。 

２ 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、

調査への協力を求めるものとする。 

３ 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、

生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うもの

とする。 

４ 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。 

５ 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求め

ることができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要

性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとす

る。 

６ 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実

施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に

協力しなければならない。 
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（本調査の対象） 

第 22条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断によ

り、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。 

（証拠の保全） 

第 23 条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活

動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 

２ 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員

会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を

保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。 

３ 調査委員会は、前項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限しては

ならない。 

（本調査の中間報告） 

第 24条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の

予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分

機関等に提出するものとする。 

（調査における研究又は技術上の情報の保護） 

第 25条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文

等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することの

ないよう、十分配慮するものとする。 

（不正行為の疑惑への説明責任） 

第 26条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関

する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適

正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表

現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

２ 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第 21条第５項の定める保障を

与えなければならない。 

 

第６章 不正行為等の認定 

（認定の手続） 

第 27条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して 150日以内に調査した内容を

まとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、

不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各

著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 

２ 前項に掲げる期間につき、150 日以内に認定を行うことができない合理的な理由が

ある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るもの

とする。 
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３ 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じ

て告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うもの

とする。 

４ 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

５ 調査委員会は、本条１項及び３項に定める認定が終了したときは、直ちに、学長に

報告しなければならない。 

（認定の方法） 

第 28条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物

的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否

かの認定を行うものとする。 

２ 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することは

できない。 

３ 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑

いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範

囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、

本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為である

との疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 

（調査結果の通知及び報告） 

第 29条 学長は、速やかに、調査結果（認定を含む）を理事長に報告すると共に、告発

者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通

知するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関に

も通知する。 

２ 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省

庁に報告するものとする。 

３ 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機

関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 

（不服申立て） 

第 30条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた

日から起算して 14 日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。た

だし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 

２ 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審議の段階

で悪意に基づく告発と認定された者を含む。）は、その認定について、第１項の例によ

り、不服申立てをすることができる。 

３ 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必

要となる場合は、調査委員の交代もしくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査

をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認
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めるときは、この限りでない。 

４ 前項に定める新たな調査委員は、第 19条第２項及び第３項に準じて指名する。 

５ 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきもの

と決定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対

し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばし

や認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以

後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 

６ 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、

学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものと

する。 

７ 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者か

ら不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に

係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定を

したときも同様とする。 

（再調査） 

第 31条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調

査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料す

る資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力すること

を求めるものとする。 

２ 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査

を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに学

長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとす

る。 

３ 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して 50日以内に、

先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。た

だし 50 日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。 

４ 学長は、本条２項又は３項の報告に基づき、速やかに、再調査手続の結果を告発者、

被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知

するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも

通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。 

（調査結果の公表） 

第 32条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速や

かに、調査結果を公表するものとする。 

２ 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、

研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員



71 

 

の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、

告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所

属を公表しないことができる。 

４ 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を

公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる

場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意もしくは研究者としてわき

まえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合

は、調査結果を公表するものとする。 

５ 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、

論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと

によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・

所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 

６ 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・

所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・

手順等を公表する。 

第７章 措置及び処分 

（本調査中における一時的措置） 

第 33条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を

受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措

置を講じることができる。 

２ 学長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた

場合には、それに応じた措置を講じるものとする。 

（研究費の使用中止） 

第 34条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正

行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者、及び研究費

の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」

という。）に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。 

（論文等の取下げ等の勧告） 

第 35条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下

げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。 

２ 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して 14日以内に勧告に応ずるか否かの

意思表示を学長に行わなければならない。 

３ 学長は、被認定者が第１項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとす

る。 

（措置の解除等） 
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第 36条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本

調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全

の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査

結果が確定した後、速やかに解除する。 

２ 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措

置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 

（処分） 

第 37条 理事長は、本調査の結果、当該研究活動上の不正行為が認定された場合は、不

正行為に関与した者の処分について、法令、就業規則、関係諸規程に従って理事会に諮

るものとする。 

２ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対し

て、その処分の内容等を通知する。 

（是正措置等） 

第 38条 研究活動規範委員会は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたもの

と認定された場合には、学長に対し、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な

環境整備措置（以下「是正措置等」という。）をとることを勧告するものとする。 

２ 学長は、前項の勧告に基づき、関係する学部等管理責任者に対し、是正措置等をと

ることを命ずる。また、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものとする。 

３ 学長は、第２項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関並びに

文部科学省及びその他の関係省庁に対して報告するものとする。 

 

附 則 

１．この規程は、平成 28 年２月９日から施行する。 

２．この改正規程は、平成 28 年４月１日から施行する。３．この改正規程は、令和２ 

年４月１日から施行する。 

４．この規程の改廃は、学部長会の審議を経て、理事会の承認を要するものとする。 
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研究費不正使用による取引停止取扱規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、昭和医科大学（ 以 下「 本学 」という。）の教職員が行う研究費

の不正使用に加担、協力または不正使用を誘引した業者について、取引停止の処分を講

ずる必要が生じた場合の取扱について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 取引停止とは、本学が業者との契約締結を一定期間行わないこと、または業者

と既に締結している契約を解除することをいう。 

（取引停止処分業者） 

第３条 次の各号のうち、いずれかに該当する業者（以下「不正業者」という。）につい

て取引停止等の処分を行うものとする。 

(1)研究費を取引外の用途に使用することを目的として、取引内容を偽装し、その偽装

行為に加担、協力または誘引した業者 

(2)架空の取引により、研究費を預け金として管理することに加担、協力または誘引し

た業者 

(3)(1)および(2)以外で研究費を不正使用する取引に加担、協力または誘引した業者 

（取引停止の措置） 

第４条 取引業者の不正の認定については、昭和医科大学研究活動規範マネジメント委

員会が行い、その結果を学長へ報告するものとする。 

２ 学長は、前項の結果を理事長へ報告する。 

３ 理事長は、必要に応じて理事会へ報告し、取引停止等の措置を決定する。 

（取引停止期間の変更） 

第５条 不正業者について情状酌量すべき特別の事由がある場合には、前条の規定によ

り決定した取引停止の期間について短縮することができる。 

２ 取引停止期間中の不正業者について、極めて悪質な事由が明らかになった場合には、

前条の規定により決定した取引停止の期間について延長することができる。 

（取引停止措置に至らない理由に関する措置） 

第６条 取引業者が第４条の規定による取引停止措置に至らない場合で、必要があると

認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができ

る。 

 

附 則 
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１． この規程は、平成２８年２月９日から施行する。 

２． この規程の改廃は、学部長会の審議を経て、理事会の承認を要するものとする。 

昭和医科大学における研究データの保存等に関するガイドライン 

 

１．目的 

このガイドラインは、昭和医科大学研究活動における不正防止規程第 3条第 3項に基づ

き、本学が定める研究データの保存等について指針を示し、適正な研究活動を推進する

ことを目的とする。 

 

２．研究活動の記録・保存 

（１）研究者は実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノート

などの形で記録に残さなければならない。 

（２）実験ノートには、実験等の操作の記録やデータ取得の条件等を、後日の利用・検

証に役立つよう十分な情報を記載し、かつ、事後の改変を許さない形で作成しなければ

ならない。 

（３）研究者は実験ノートを研究活動の一次情報記録として適切に保管しなければなら

ない。 

（４）研究者は論文や報告等、研究成果発表のもととなった実験ノート、数値データ、

画像、試料及び装置等（以下「研究データ等」という。）を、後日の利用・検証に耐える

よう適正な形で保存しなければならない。なお、保存に際しては、作成者、作成日時及

び属性等を整備し、検索等が可能となるよう留意する。 

 

３．保存期間 

（１）研究データ等のうち、実験ノート、数値データ、画像等、「資料」の保存期間は、

日本学術会議「科学研究における健全性の向上について」に基づき、原則として、当該

論文等の発表後 10 年間とする。なお、紙媒体の資料等については、保管スペースの制

約など止むを得ない事情がある場合には、可能なものはデジタルデータとする等の処理

をし、処理した品目、理由、日時を記録した上で廃棄することを可能とする。 

（２）研究データ等のうち、試料（実験試料、標本）や装置等、「もの」の保存期間は、

日本学術会議「科学研究における健全性の向上について」に基づき、原則として、当該

論文等の発表後 5年間とする。但し、保存・保管が本質的に困難なもの（例：不安定物

質、実験自体で消費されてしまう試料）や、保存に多大なコストがかかるもの（例： 生

物系試料）についてはこの限りではない。 

（３）「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の対象となる研究の研究データ

等の保存期間は、同指針に基づき、原則として、研究終了後 5年間又は研究結果の最終
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の公表について報告された日から 3年間のいずれか遅い日までの期間とする。 

（４）論文等研究成果の発表の根拠とはならなかったデータや、使用する予定のないデ

ータ等については、研究者及び所属長等が必要に応じ、保存期間を判断するものとする。 

（５）個人データ等、研究データに関して、その取扱い及び保存期間について法令等に

より規定されているものがある場合には、当該研究データ等についてはその法令等の定

めに従うものとする。また、特定の研究プロジェクトに関する成果物について、配分機

関との取り決め等がある場合にはそれに従うものとする。 

（６）本ガイドラインに定める保存期間の終了以前に、合理的な理由なく故意に破棄し

た場合等は、不正行為とみなされる場合がある。 

 

４．責任 

（１）研究データ等は、それらを生み出した研究者自身が責任をもって保存・管理しな

ければならない。なお、転出や退職した後も本ガイドラインで定める期間は適正に管理

しなければならない。 

（２）所属長等は、自らの部署の研究者の転出や退職に際して、当該研究者の研究活動

に関わる試料のうち保存すべきものに係る対象論文名、研究データの保存場所及び後日

確認が必要となった場合の連絡方法等について、当該研究者と確認した内容を記載した

ものを保管し、追跡可能としておく。また、必要に応じ、研究データ等のバックアップ

を保管するなどの措置を講ずる。 

（３）研究倫理教育責任者及び所属長等は、研究者に対し、研究倫理教育の一環として

本ガイドライン等に基づく適切な研究データ等の保存・管理等について、教育、指導に

努めなければならない。 

 

５．開示等 

研究者及び所属長等は、論文等の形で発表した研究成果について、求めに応じ、研究活

動の適正性について科学的根拠をもって説明するとともに、必要に応じ、研究データ等

を開示しなければならない。なお、転出や退職後もその責を負うものとする。 

 

 

附 則 

１．このガイドラインは、平成 30年 4月 1日から施行する。 

２．このガイドラインの改廃は、学部長会の承認を要するものとする。 
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昭和医科大学における競争的資金等の間接経費に関する取扱規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、昭和医科大学（以下「本学」という。）における競争的資金等に係

る間接経費の取扱いに関し、必要な事項を定め、その資金の取扱いを適正に行うことを

目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成 13 年 4 月 20 日競争的資

金に関する関係府省連絡会申し合わせ）」（以下「共通指針」という。）の対象となる間

接経費について、この規程を適用するものとする。 

（間接経費の額） 

第３条 本学における競争的資金等の間接経費は、原則として直接経費額の 30％に相当

する額とする。ただし、当該競争的資金等拠出元の機関による特別な定めがある場合は、

その定めに準拠することとする。 

（間接経費の納付等） 

第４条 本学において経理処理を行う競争的資金等を得た研究者は、当該間接経費を本

学に譲渡しなければならない。 

２ 当該研究者が、他機関等へ移籍又は、当該競争的資金等による研究を廃止する場合

は、直接経費の残額の 

30％に相当する額の間接経費を当該研究者へ返還するものとする。 

（間接経費の使途等） 

第５条 間接経費は、次の各号に掲げる事業等に充てるものとする。 

(1)本学の研究環境の改善 

(2)本学全体の研究機能の向上 

(3)競争的資金による研究実施に伴い必要となる管理等経費 

２ 間接経費は、直接経費として充当するべきものに使用することはできないものとす

る。 

（間接経費の執行） 

第６条 間接経費は、国が定める共通指針に基づき適切に執行しなければならない。 

（報告） 

第７条 競争的資金等に係る間接経費の執行状況については、当該年度終了後に財務部

研究支援課が間接経費執行実績報告書を作成し、当該競争的資金等拠出元の機関に報告

するものとする。 
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（事務の所管） 

第８条 間接経費に関する事務は、財務部研究支援課が所管する。 

附 則 

１．この規程は、平成 29年３月 14日から施行する。 

２．この規程の改廃は、学部長会の審議を経て、理事会の承認を要するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


